
【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2026年６月25日

【事業年度】 第116期(自 2025年４月１日 至 2026年３月31日)

【会社名】 株式会社北川鉄工所

【英訳名】 Kitagawa Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岡野 帝男

【本店の所在の場所】 広島県府中市元町77番地の１

【電話番号】 0847(45)4560(代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員経営管理本部長 北川 和紀

【最寄りの連絡場所】 埼玉県さいたま市北区吉野町一丁目405番地の１

【電話番号】 048(666)5650(代表)

【事務連絡者氏名】 上席執行役員 東京支店長 藤本 一

【縦覧に供する場所】 株式会社北川鉄工所 東京支店

(埼玉県さいたま市北区吉野町一丁目405番地の１)

株式会社北川鉄工所 東京事業所

(東京都台東区元浅草二丁目６番６号)

株式会社北川鉄工所 名古屋支店

(名古屋市中川区上高畑二丁目62番地)

株式会社北川鉄工所 大阪支店

(大阪市住之江区北加賀屋三丁目２番９号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)



― 1 ―

第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次 第112期 第113期 第114期 第115期 第116期

決算年月 2022年３月 2023年３月 2024年３月 2025年３月 2026年３月

売上高 (百万円) 58,676 59,700 61,567 57,280 58,415

経常利益 (百万円) 3,062 1,034 2,409 2,315 2,545

親会社株主に帰属する
当期純利益
又は親会社株主に帰属
する当期純損失(△)

(百万円) △951 △418 1,267 1,246 3,128

包括利益 (百万円) △1,204 1,025 3,341 2,291 4,760

純資産額 (百万円) 36,735 37,066 40,031 41,739 45,962

総資産額 (百万円) 73,311 74,480 80,142 82,000 84,912

１株当たり純資産額 (円) 3,880.59 3,993.20 4,336.42 4,517.11 4,967.53

１株当たり当期純利益
又は１株当たり当期純
損失(△)

(円) △101.59 △45.15 137.27 135.00 338.25

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 49.6 49.5 49.9 50.9 54.1

自己資本利益率 (％) △2.6 △1.1 3.3 3.1 7.1

株価収益率 (倍) ― ― 12.3 8.9 4.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 3,499 2,807 4,880 6,152 2,049

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △4,702 △2,802 △3,080 △2,728 △3,223

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △675 △686 292 △2,835 1,319

現金及び現金同等物
の期末残高

(百万円) 8,600 8,148 10,367 11,208 11,427

従業員数 (人) 2,727 2,460 2,535 2,275 2,221

(注) 「潜在株式調整後１株当たり当期純利益」については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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(2) 提出会社の経営指標等

回次 第112期 第113期 第114期 第115期 第116期

決算年月 2022年３月 2023年３月 2024年３月 2025年３月 2026年３月

売上高 (百万円) 53,041 54,015 51,713 47,623 50,289

経常利益 (百万円) 3,895 2,935 3,019 2,080 2,443

当期純利益 (百万円) 405 381 1,175 1,236 1,351

資本金 (百万円) 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640

発行済株式総数 (千株) 9,650 9,650 9,650 9,650 9,650

純資産額 (百万円) 35,207 35,234 36,872 37,376 38,799

総資産額 (百万円) 70,605 71,807 74,382 73,392 75,732

１株当たり純資産額 (円) 3,761.06 3,816.73 3,994.67 4,045.42 4,193.87

１株当たり配当額
(うち１株当たり中間配
当額)

(円)
50.00 30.00 40.00 50.00 102.00

(25.00) (30.00) (―) (25.00) (35.00)

１株当たり当期純利益 (円) 43.28 41.25 127.37 133.92 146.17

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 49.9 49.1 49.6 50.9 51.2

自己資本利益率 (％) 1.1 1.1 3.3 3.3 3.5

株価収益率 (倍) 30.9 26.1 13.3 9.0 10.5

配当性向 (％) 115.5 72.7 31.4 37.3 69.8

従業員数 (人) 1,431 1,442 1,427 1,410 1,412

株主総利回り (％) 87.6 73.0 114.3 87.0 114.5

(比較指標：配当込みTOPIX) (％) (102.0) (107.9) (152.5) (150.2) (202.2)

最高株価 (円) 1,849 1,546 1,739 1,691 1,938

最低株価 (円) 1,220 1,046 1,055 1,133 986

(注) １ 「潜在株式調整後１株当たり当期純利益」については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２ 最高・最低株価は、2022年４月３日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年４月４日

より東京証券取引所プライム市場、2023年10月20日以降は東京証券取引所スタンダード市場におけるもので

あります。

３ 2026年３月期の１株当たり配当額102円00銭のうち、期末配当額67円00銭については、2026年６月26日開催

予定の定時株主総会の決議事項になっております。
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２ 【沿革】
1918年３月 広島県御調郡下川辺村(現在府中市)に木造船用補機製造販売の目的をもって、北川鉄工所の

前身、北川船具製作所を創立。

1924年６月 鋳物工場、機械工場を増設、鋼船用船具および船舶、鉱山、土木建設用巻上機の製造販売を

開始。

1936年12月 広島県芦品郡広谷村(現在府中市)に北川鉄工所を新設し、従来製品に加え、工作機械器具の

製造販売を開始。

1941年11月 北川鉄工所を株式会社北川鉄工所と改組。

1947年３月 産業機械器具、船舶用機械の製造販売および医療施設事業を開始。

1955年５月 米国のミーハナイト・メタル・コーポレーションと技術提携し、ミーハナイト鋳物の製造販

売を開始。

1957年２月 日本工業規格(JIS)の第5131号・スクロールチャックの表示許可工場となる。

1961年８月 株式を広島証券取引所市場に上場。

1961年12月 株式会社北川製作所(現・連結子会社)を広島県府中市に設立、旋盤用チャックの製造を開

始。

1962年８月 株式を東京および大阪証券取引所市場第一部に上場。

1962年９月 埼玉県大宮市(現在さいたま市)に東京工場を新設。

1968年４月 広島県府中市に中須工場を新設。

1969年１月 株式会社吉舎鉄工所を広島県双三郡吉舎町（現在三次市）に設立、自動車用鋳物製品の製造

を開始。

1969年４月 広島県府中市に下川辺工場を新設。

1969年11月 和歌山県橋本市に和歌山工場を新設。

1971年３月 広島県世羅郡甲山町(現在世羅町)に甲山工場を新設。

1974年２月 北川冷機株式会社(現・連結子会社)を広島県世羅郡甲山町(現在世羅町)に設立、自動車用部

品の製造を開始。

1981年３月 チャック専門工場として、広島県府中市に本山工場を新設。

1992年７月 立体駐車場装置市場に新規参入。

1999年３月 建設機械部門と工作機器部門において、ISO9001の認証を取得。

2001年４月 日本建機株式会社の株式取得。

2003年１月 素形材部門において、ISO14001の認証を取得。(下川辺工場、中須工場)

2003年２月 KITAGAWA (THAILAND) CO.,LTD.(現・連結子会社)を設立、鋳造品を供給開始。

2003年４月 素形材部門において、ISO9001(2000年版)の認証を取得。

2005年10月 中国駐在事務所を上海に設立。

2007年３月 日本建機株式会社と当社コンクリートプラント営業部門を統合、事業形態を再編し、販売会

社K&Kプラント株式会社として事業開始。

2008年４月 福山工場を広島県福山市駅家町（福山北産業団地内）に新設、鋳造品の生産を開始。

2008年10月 ユニットハウスレンタル・販売事業を譲渡。

2009年２月 シンガポール支店を開設。

2009年４月 K&Kプラント株式会社を吸収合併。

2009年４月 上海北川鉄社貿易有限公司（現・連結子会社）を設立。

2010年12月 北川（瀋陽）工業機械製造有限公司（現・連結子会社）を設立。

2012年２月 KITAGAWA MEXICO,S.A.DE C.V.（現・連結子会社）を設立。

2018年６月 株式会社AileLinXを広島県府中市に設立、無人航空機の開発を開始。

2022年４月 株式会社吉舎鉄工所を吸収合併。

東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第一部からプライム市場へ移行。

2022年６月 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行。

2023年７月 システム精工株式会社とケメット・ジャパン株式会社の株式取得。

2023年８月 KITAGAWA TRADING (THAILAND) CO.,LTD.（現・連結子会社）を設立。

2023年10月 東京証券取引所プライム市場からスタンダード市場へ移行。

2024年４月 システム精工株式会社とケメット・ジャパン株式会社が合併して北川グレステック株式会社

（現・連結子会社）に商号変更。

2024年９月 KITAGAWA TECHNOLOGY INDIA PVT.LTD.（現・連結子会社）を設立。
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３ 【事業の内容】

当社および当社の関係会社（当社、子会社９社および関連会社２社（2026年３月31日現在）により構成）において

は、キタガワ グローバル ハンド カンパニー、キタガワ サン テック カンパニー、キタガワ マテリアル

テクノロジー カンパニー、半導体関連事業の４部門に関係する事業を主として行っております。各事業における当

社および関係会社の位置付けなどは次のとおりであります。

以下に示す区分は、セグメントと同一区分であります。

キタガワ グローバル ハンド カンパニー（工作機器事業）

当カンパニーにおいては、旋盤用チャック、油圧回転シリンダ、NC円テーブル、パワーバイスおよびグリッパな

どの製造・販売を行っております。このうち、世界的ブランドである旋盤用チャックについては、国内市場シェア

の過半を占めており、当カンパニーにおける主力分野と位置付けております。

主な関係会社 …… ㈱北川製作所、上海北川鉄社貿易有限公司、

北川（瀋陽）工業機械製造有限公司、KITAGAWA MEXICO,S.A.DE C.V.、

KITAGAWA TRADING (THAILAND) CO.,LTD.、

KITAGAWA TECHNOLOGY INDIA PVT.LTD.、KITAGAWA EUROPE LTD.、

KITAGAWA-NORTHTECH INC.

キタガワ サン テック カンパニー（産業機械事業）

当カンパニーにおいては、コンクリートプラント、コンクリートミキサ、ビル建築用クレーン、環境関連設備、

リサイクルプラントおよび自走式立体駐車場などの製造・販売を行っております。

主な関係会社 …… なし

キタガワ マテリアル テクノロジー カンパニー（金属素形材事業）

当カンパニーにおいては、生型機械鋳造、消失模型鋳造の製法により自動車部品、建設機械部品、農業機械部品

の製造・販売を行っております。なお、KITAGAWA (THAILAND) CO.,LTD.は、2025年３月12日開催の取締役会で解散

が決議され、清算手続中です。

主な関係会社 …… 北川冷機㈱、KITAGAWA (THAILAND) CO.,LTD.、KITAGAWA MEXICO,S.A.DE C.V.

半導体関連事業

当事業においては、半導体製造装置、ハードディスク研磨装置、精密研磨装置、精密研磨消耗品の製造・販売お

よび半導体受託加工、精密研磨受託加工などのサービスの提供を行っております。

主な関係会社 …… 北川グレステック㈱
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[事業系統図]

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

(注) １ ※印は連結子会社、◎印は持分法適用関連会社であります。

２ KITAGAWA (THAILAND) CO.,LTD.は、2025年３月12日開催の取締役会で解散が決議され、清算手続中です。

３ ㈱ケーブル・ジョイは、2025年10月１日に㈱ちゅピCOMを存続会社とする吸収合併により消滅しました。

４ ㈱AileLinXは、2026年３月27日に清算結了したため連結の範囲から除外しています。
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４ 【関係会社の状況】

名称 住所
資本金

または出資金
(百万円)

主要な事業の
内容（注）１

議決権の所有
割合(％)

関係内容

(連結子会社)

㈱北川製作所 広島県府中市 40

キタガワ
グ ロ ー バ ル
ハンド
カンパニー

77.5

当社工作機器製品の加工を
しております。
当社所有の土地および建物
を賃借しております。
当社より資金援助を受けて
おります。
役員の兼任等 有

北川冷機㈱ 広島県世羅郡世羅町 70

キタガワ
マ テ リ ア ル
テクノロジー
カンパニー

100.0

当社鋳物製品等の加工をし
ております。
当社所有の土地および建物
を賃借しております。
役員の兼任等 有

北川グレステック㈱ 千葉県千葉市 90
半導体関連
事業

100.0

当社半導体関連事業に関す
る製造・販売をしておりま
す。
役員の兼任等 有

KITAGAWA (THAILAND) CO.,LTD.
（注）２・３

タイ チョンブリ県
2,560

百万バーツ

キタガワ
マ テ リ ア ル
テクノロジー
カンパニー

100.0 役員の兼任等 無

上海北川鉄社貿易有限公司 中国 上海市 20

キタガワ
グ ロ ー バ ル
ハンド
カンパニー

100.0
当社工作機器製品の販売を
しております。
役員の兼任等 有

北川(瀋陽)工業機械製造有限公
司

中国 遼寧省瀋陽市
5,500

千米ドル

キタガワ
グ ロ ー バ ル
ハンド
カンパニー

100.0

当社工作機器製品の製造を
しております。
当社より資金援助を受けて
おります。
役員の兼任等 有

KITAGAWA MEXICO,S.A.DE C.V.
（注）２・５

メキシコ アグアスカ
リエンテス州

1,296
百万ペソ

キタガワ
マ テ リ ア ル
テクノロジー
カンパニー

100.0

当社鋳物製品の製造をして
おります。
当社より資金援助を受けて
おります。
役員の兼任等 無

KITAGAWA TRADING (THAILAND)
CO.,LTD.

タイ バンコク都
3

百万バーツ

キタガワ
グ ロ ー バ ル
ハンド
カンパニー

100.0

当社工作機器製品の販売を
しております。
当社より資金援助を受けて
おります。
役員の兼任等 無

KITAGAWA TECHNOLOGY INDIA
PVT.LTD.（注）４

インド
カルナタカ州

98
百万印ルピー

キタガワ
グ ロ ー バ ル
ハンド
カンパニー

99.5
[0.5]

当社工作機器製品の製造を
しております。
当社より資金援助を受けて
おります。
役員の兼任等 無

(持分法適用関連会社)

KITAGAWA EUROPE LTD.（注）８
英国
ソールズベリー市

2,025
千英ポンド

キタガワ
グ ロ ー バ ル
ハンド
カンパニー

50.0
当社工作機器製品の販売を
しております。
役員の兼任等 有

KITAGAWA-NORTHTECH INC.
米国 イリノイ州
シャンバーグ市

1,250
千米ドル

キタガワ
グ ロ ー バ ル
ハンド
カンパニー

20.0
当社工作機器製品の販売を
しております。
役員の兼任等 無

(注) １ 「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。

２ 特定子会社に該当しております。

３ KITAGAWA (THAILAND) CO.,LTD.は、2025年３月12日開催の取締役会で解散が決議され、清算手続中です。

４ 「議決権の所有割合」欄の[内書]は間接所有であります。

５ KITAGAWA MEXICO,S.A.DE C.V.については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に

占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等 ①売上高 5,945百万円

②経常損失（△） △603 〃

③当期純損失（△） △603 〃

④純資産額 2,912 〃

⑤総資産額 10,853 〃

６ ㈱ケーブル・ジョイは、2025年10月１日に㈱ちゅピCOMを存続会社とする吸収合併により消滅しました。

７ ㈱AileLinXは、2026年３月27日に清算結了したため連結の範囲から除外しています。

８ KITAGAWA EUROPE LTD.は、2026年３月に550千英ポンドの増資を行い、資本金は2,575千英ポンドとなってお

ります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【経営方針、経営環境および対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。

(1) 会社の経営の基本方針

当社グループは、企業ビジョンを「株式会社北川鉄工所はものづくりという業にあって、お客様の喜びを我々

の喜びとし、素直な心を尊び、勇気ある行動を敬い、自己実現の場として自律した活力あるリーダーを育成し、

技術を誇り、未知なる世界に挑戦するQuality Businessを実践する集団である。」と定めております。

当社グループは、この価値観を全社員が共有・実践し、ものづくり企業としての持続的な成長および中長期的

な企業価値向上を目指してまいります。

(2) 目標とする経営指標

当社グループは、2021年度に長期経営計画「Plus Decade 2031」を策定し、2031年度に連結売上高1,000億円

を経営目標として掲げております。

当該目標の達成に向け、2025年度から2027年度までの3か年を対象とする「中期経営計画 2027」を2024年11月

に策定いたしました。本計画においては、資本コストを上回る収益性の確保を最優先課題と位置付け、2027年度

の経営指標としてROICを6.0％、ROEを6.5％と目標に設定しております。

また、資本政策については、キャピタリゼーション比率を25～30％の範囲で維持しつつ、新規事業投資と株主

還元の両立を図り、自己資本と有利子負債の最適なバランスの実現を目指してまいります。

当社グループは、「Plus Decade 2031」の実現に向け、基盤事業の収益力強化を着実に進めるとともに、将来

の事業構造および収益構造の変革に資する強固な経営基盤の構築に取り組んでまいります。

(3) 中長期的な会社の経営戦略

当社グループは、グループ全体の視点から事業および組織のビジョンを明確化し、中長期的な戦略を推進して

おります。「Plus Decade 2031」においては、「４つの価値観を実践し、世界基準の成長を実現する」をビジョ

ンとして掲げ、当社の行動原理である「４つの価値観」を実践することで、グローバル経済の成長に即応した継

続的な事業規模の拡大を図ってまいります。本計画の骨子として、以下の３点を重点戦略項目として取り組んで

おります。

①事業構造の転換

当社グループが展開する工作機器、産業機械、金属素形材、半導体関連の４事業について、既存事業のポート

フォリオを見直すとともに、新事業分野の創出およびM&Aの戦略的活用により、成長領域への事業展開を加速さ

せ、事業構造の再構築を図ってまいります。

②経営品質の進化

ITインフラの強靭化に加え、AIや3Dモデル等の先端技術を積極的に導入し、技術基盤の高度化および業務効率

の向上を図ってまいります。また、資源循環およびCO ₂ 排出量削減に寄与する製品開発を推進し、脱炭素社会の

実現に貢献します。

③人材育成

「企業成長の根幹は人材である」との認識のもと、「働きやすく、成長できる企業へ」をテーマに掲げ、自律

的に学び、行動できる人材の育成に注力しております。また、ジェンダーギャップの解消やダイバーシティ＆イ

ンクルージョンの推進を通じ、多様な人材が活躍できる基盤を構築してまいります。

(4) 会社の対処すべき課題

①事業ポートフォリオの転換

経営資源の選択と集中という観点から、抜本的な事業構造の変革を推進するとともに、社外連携やM&Aの活用

による既存事業の市場拡大および新規市場の開拓に努め、持続的な企業成長に資する新たなビジネスモデルの創

出に取り組んでまいります。
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②既存事業の基盤強化

キタガワ グローバル ハンド カンパニー（工作機器事業）

半導体、航空機などの成長産業向けに、高付加価値な新製品や自動化パッケージを投入してまいります。ま

た、インドでの現地生産拡充やメキシコやベトナムといった重点市場におけるエンジニアリングおよびアフター

サービスを強化し、グローバルシェアの拡大と収益力の強化を同時に図ります。あわせて、製品群の選択と集

中、DXによる業務の高度化、ローコストオペレーションの実現により収益向上と持続的な企業価値の向上に邁進

してまいります。

キタガワ サン テック カンパニー（産業機械事業）

コンクリートプラント事業は、競争力を持つリードタイムの実現を図るとともに高付加価値オプションの投入

により収益力を高めてまいります。環境分野は新規ビジネスの早期確立に注力してまいります。荷役機械事業

は、特殊荷役機械を事業の柱へと育成させ、品質と開発プロセスの改善による既存製品の競争力の引き上げ、大

型クライミングクレーンの戦略的販売と、生産体制の強化を推進してまいります。自走式立体駐車場事業は、

「スーパーロングスパン（SLS）」のブランド力向上と工程・原価管理の徹底により、高収益構造の維持と向上

に取り組んでまいります。

キタガワ マテリアル テクノロジー カンパニー（金属素形材事業）

既存事業につきましては、販売価格の適正化を推進し、価格競争力の強化および安定的な収益構造への転換を

図ります。また、操業度の改善に注力し、生産キャパシティの拡大とコスト競争力の強化を追求いたします。あ

わせて、少量多品種・試作ビジネスへ対応可能な生産体制の整備を進めるとともに、新規事業の探索に注力し、

次なる収益の柱の育成に取り組んでまいります。

半導体関連事業

営業拠点の移転および組織の再編成を行い、半導体関連装置のさらなる受注拡大を目指してまいります。あわ

せて、長岡研究所に新たに建設した研究開発棟を活用し、製品開発を加速させてまいります。また、販売を強化

してきた半導体関連装置の受注が堅調に推移しており、次期の売上に貢献する見込みです。

③働きやすく成長できる環境の構築

多様な働き方やコミュニケーションの促進などに取り組み、心理的安全性の高い労働環境を整備してまいりま

す。また、成長を促進するために、個々のキャリア形成支援や評価・処遇等の人事制度の見直しを行ってまいり

ます。これらの取り組みによって、人材育成の基盤を構築し、社員が成長や働きがいを実感し、自律した活力あ

る人材へ成長することを目指してまいります。

④デジタル技術活用による業務改革

DX化を加速させるため、人的資源の拡充やITインフラの戦略的更新を実施します。３DモデルやAI、ARなどの

活用により、生産性の向上や新たな付加価値の創出に繋げていきます。また、情報セキュリティ対策の充実や基

幹システムの再構築によりIT化のリスクの極小化を目指してまいります。
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２ 【サステナビリティに関する考え方及び取組】

当社のサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。

（1）サステナビリティ全般に関するガバナンス及びリスク管理

①ガバナンス

当社は、気候関連課題や自然資本・循環型社会などを含めた環境課題全体の基本方針や重要事項・目標設定は

取締役会で審議・決定しております。

取締役会は、気候変動問題を含むサステナビリティに関わる取り組みに関し、全社リスク管理委員会より報告

を受け、進捗や目標の達成状況を監督し、適宜、方針・取り組みを見直しております。全社リスク管理委員会

は、全取締役を委員とし、原則年１回以上開催しております。全社リスク管理委員会の下部組織として、各セグ

メントの責任者によって構成されたリスク管理委員会を設置し、原則年１回以上開催し、環境課題に関する取り

組みを管理・推進しております。

②リスク管理

当社では、リスク管理規程に基づき、リスク管理委員会を中核とするリスク管理体制を構築しております。

各セグメントリスク管理委員会は、気候変動に伴う外部環境分析をもとに、環境課題に係わるリスクの特定、

経営・財務などへの影響および発生可能性に基づき、その重要度を評価し、対応を協議・決定しております。

また、必要に応じてリスク対策チームを設置し、リスク対策の立案・実施をしております。

こうしたリスク管理の状況や重大なリスクの判断に関しては、原則年１回以上、重要度の高いリスク管理につ

いては、原則４ヶ月に１回、全社リスク管理委員会に報告しております。

（2）重要なサステナビリティ項目

上記、ガバナンス及びリスク管理を通して識別された当社グループにおける重要なサステナビリティ項目は「気

候変動」および「人的資本」と認識しております。「気候変動」および「人的資本」に係る当社のサステナビリテ

ィに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。

①気候変動について

a.ガバナンス

気候変動に対する「ガバナンス」はサステナビリティ全般における「ガバナンス」に組み込まれておりま

す。詳細は、（1）サステナビリティ全般に関するガバナンス及びリスク管理をご参照ください。

b.戦略

当社は、2030年および2050年における社会動向や規制動向などを予測し、シナリオ分析実施による事業への

リスクと機会を把握した上で、もっとも影響のある項目の事業インパクトの分析と対応した戦略を検討し、具

体的な対策の計画・実行を推進しております。
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・シナリオ分析の前提

当社のシナリオ分析においては、「世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保つととも

に1.5℃に抑える努力を追求する」というパリ協定目標の達成と脱炭素社会の実現を見据え、1.5℃シナリオを

中心に2℃シナリオも検討いたしました。さらに、世界的に気候変動対策が十分に進展しない場合も想定して、

4℃シナリオも検討いたしました。

1.5℃および2℃シナリオは、温暖化抑止に向けて技術革新や規制強化が進み、社会が変化するもので、移行

に伴う機会とリスクとして検討し、4℃シナリオは、十分な温暖化抑止がなされずに酷暑や激甚な暴風雨などが

発生するもので、物理的影響に伴う機会とリスクとして検討いたしました。

脱炭素社会への移行リスク（主に1.5℃シナリオによる）
セグメント

（注2）

項 目 事業インパクト
財務影響

（注1）
顕在時期 主な対応 KGh KST KMT

政策・

法規制

炭素税導入・税率上昇、その他環境

法令対応によるコスト増加

（注3）

▼▼ 5～10年

省エネ推進、生産性向上によるコスト低

減 太陽光発電など再生エネルギーの利

用

〇 〇 〇

技術
市場ニーズ製品対応への技術追従遅

れによる売上減少
▼▼ 5～10年

マーケティング強化及び人材育成等によ

る新技術・低炭素製品対応の強化
〇

市場

電気自動車の増加および

新車販売台数の減少による

関連部品の売上減少

▼ 3年未満
EV関連および自動車関連以外への拡販、

既存製品のベースアップ
〇

脱炭素社会に伴う原材料・

エネルギー価格上昇による

コスト増加

▼ 3～5年
付加価値の向上および商品への価格転

嫁、生産性向上によるコスト低減
〇

気候変動の物理的影響に関連したリスク（4℃シナリオによる）
セグメント

（注2）

項 目 事業インパクト
財務影響

（注1）
顕在時期 主な対応 KGh KST KMT

平均気温

の上昇
熱中症などの健康被害低減対策 ▼▼ 3年未満 設備対応など熱中症対策の推進 〇 〇

自然災害

の激甚化

自社工場の操業停止、サプライチェ

ーン寸断による一時的な生産停止
▼▼ 5～10年

BCP見直しによるレジリエンス向上

災害対策および複数の生産拠点での

生産対応

〇

気候変動関連の機会
セグメント

（注2）

項 目 事業インパクト
財務影響

（注1）
顕在時期 主な対応 KGh KST KMT

脱炭素化

への対応

エネルギー関連設備、自動化などの

省エネ商品ニーズによる売上増加
▲▲ 3～5年

エネルギー関連設備、自動化関連向けの

省エネ商品の市場投入、販売強化
〇 〇

再生可能エネルギー利用によるコス

ト削減
▲ 3年未満 太陽光発電設備の設置 〇

自然災害

への対応

レジリエンス 製品ニーズによる売

上増加
▲▲ 5～10年

災害などのレジリエンス強化製品の開発

拡散
〇 〇

（注1）財務影響における各記号の影響額については、次のとおりです。

影響 ▲▲、▼▼：１～5億円、▲、▼：1億円未満

（注2）事業セグメントの各略称の内容については、次のとおりです。

KGh：工作機器事業、KST：産業機械事業、KMT：金属素形材事業

（注3）炭素税の金額は、3,500円/t-CO ₂ として試算しております。



― 11 ―

c.リスク管理

気候変動に対する「リスク管理」はサステナビリティ全般における「リスク管理」に組み込まれておりま

す。詳細は、（1）サステナビリティ全般に関するガバナンス及びリスク管理をご参照ください。

d.指標及び目標

当社は、気候変動に伴うリスクと機会を評価・管理するため、2024年11月に中期経営計画2027において指標

と目標を策定いたしました。2025年度実績38.9％削減を踏まえ新たに目標を策定し2013年度比40.0％削減を新

たな目標といたしました。

指標 2027年度目標 2025年度実績

温室効果ガス排出量
Scope1+2（2013年度比）

40.0％削減 38.9％削減

現在、国内単体のScope1＋2の温室効果ガス（主にCO２）排出量を把握し、省エネの推進などの取り組みを進

めております。太陽光発電設備（PPA）は、2025年6月に計2,284kw設置いたしました。

②人的資本について

a.人材の育成及び社内環境整備に関する方針、戦略

当社は、「社員の成長が企業の成長へとつながる」という考えのもと、誰もが仕事にやりがいを感じ、成長

できる企業を目指します。一人一人が自ら学習し、思考し、行動する人材となるよう、性別や家庭事情による

障壁をなくし誰もが活躍できる環境整備のため、次の方針を掲げ、具体的な施策の計画・実行を進めておりま

す。

・働きやすい環境整備

子育てや介護、持病など様々な状況に応じたワークライフバランスを支援する為の各種制度の新設・充実を

推進しております。

また、一人ひとりが安心して働ける職場構築を目指し、「対話」を中心としたコミュニケーションの拡充を

進めております。
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・成長できる環境の構築

成長や働きがいを実感し、自律した活力ある人材の育成を目指し、自己啓発支援やキャリア形成支援のため

のさまざまな取り組みを実施しております。

一人ひとりのキャリアパス支援、技術者を中心としたスペシャリスト制度などの仕組づくりを推進してまい

ります。

・ジェンダーギャップの解消

イノベーションを創出し、持続的な成長を実現する為には、多様な人材を活かすことが必要ですが、それに

はまずは、女性が当たり前に活躍する環境を整えることが重要であると考えております。

前述の働きやすい環境整備に加えて、ジェンダーギャップの本質的な解消に向け、長期的に女性比率を拡大

し、無自覚な常識、固定的な見方の払拭への取り組みを推進してまいります。

b.人材の育成及び社内環境整備に関する方針に関する指標の内容並びに当該指標を用いた目標及び実績、指標及

び目標

女性活躍推進の一つの指標である男女の賃金の差異は72.6％となっています。当社では、同じ役割であれば

男女で賃金の差は設けていないため、この差は、主に給与の高い管理職以上の社員における男性比率が高いこ

とによるものです。そのため、男女の賃金の差異の解消の方針として、女性活躍推進の取り組みにより、女性

の定着をさらに向上するとともに、管理職や指導職の女性比率を女性社員比率に対して適正に上げることを実

行していきます。

当社はジェンダーギャップ解消の指標及び目標を次のとおりとしております。

2027年度までの目標 2031年度までの目標 実績（当連結会計年度）

女性正社員比率 15.0% 20.0% 13.3%

女性指導職比率（注） 7.0% 10.0% 6.4%

女性管理職比率 5.0% 10.0% 2.4%

（注）１ 指導職とは、課長級より下位の役職全般を指します。 （事務系・技能系）

２ 指標に関しては、必ずしもすべての連結子会社ですべての指標のデータ管理が行われていないため、当社

グループとしての記載が困難であります。このため、指標に関する目標及び実績は、当社グループにおけ

る主要な事業を営む提出会社のものを記載しております。
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３ 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成

績およびキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとお

りであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。

また、当該リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクが顕在化した場合に当社グループの経営成績等の

状況に与える影響につきましては、合理的に予見することが困難であるため記載しておりません。

当社は、グループ全体のリスク管理に関する基本的事項および推進体制を「リスク管理規程」において定め、その

基本方針および管理の推進体制に基づき、代表取締役会長を委員長とする全社リスク管理委員会で、事業を取り巻く

様々なリスクに対して適切な管理を行い、リスクの未然防止を図っております。

（1）地政学的リスク

当社グループは海外に生産拠点および営業拠点を有し、調達から製造、販売まで国際的なサプライチェーンを構

築しております。このため、紛争・テロ、政情不安、貿易摩擦、経済制裁、関税・通関制度の変更、輸出入に関す

る規制の変更、物流網の混乱、感染症の拡大等により、調達・生産・販売・物流・決済の各局面で制約や遅延が生

じる可能性があります。結果として、調達リードタイムの長期化やコスト上昇、生産計画の変更、出荷・納入遅

延、需要変動などが生じ、経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。当社グループは情報収集、

分散調達等を進めておりますが、影響を回避できない場合があります。

（2）原材料・エネルギー価格

当社グループは製品の製造に必要な原材料を継続的に調達するとともに、鋳造や機械加工等の製造工程において

電力等のエネルギーを相当量消費しております。原材料・エネルギー価格や外注加工費、物流費等の上昇は製造原

価を押し上げ、利益率の低下要因となります。急激な価格変動が発生した場合は、契約条件や交渉のタイミング、

受注から納入までの期間等により販売価格への転嫁に遅れが生じ、収益性が一時的または継続的に悪化する可能性

があります。当社グループは調達先の分散、原価低減、価格改定等を進めておりますが、価格高騰の長期化等によ

り影響が残る場合があります。

（3）為替レート

当社グループは海外での調達・生産・販売活動を行っており、海外子会社との取引等に伴い外貨建ての売上・仕

入・費用が発生しております。為替レートの変動は、外貨建取引の円換算額の増減に加え、在外子会社財務諸表の

円換算等を通じて、連結業績および純資産に影響を及ぼす可能性があります。当社グループは為替予約や外貨建見

合債務の保有等のヘッジにより影響低減に努めておりますが、急激な変動により影響を回避できない場合がありま

す。

（4）人材確保

当社グループの競争力は、事業運営および製造・販売・技術の維持向上を担う多様な人材に支えられておりま

す。少子高齢化や人材獲得の競争激化により必要な人材を十分に確保・定着できない場合、操業率の低下、品質・

生産性の悪化、開発の遅延、技能伝承の停滞等が生じ、当社グループの競争力低下につながる可能性があります。

当社グループは採用強化、人材教育、技能伝承の仕組み化、処遇・働き方の改善、多能工化・自動化等を推進して

おりますが、これらの施策が想定どおりの成果を上げない場合、当社グループの事業運営に重大な影響を及ぼす可

能性があります。

（5）情報セキュリティ

当社グループは製品の設計情報、製造情報、ノウハウ等の重要な情報資産を保有しており、業務システムの高度

化や生産設備のネットワーク化に伴い、サイバー攻撃や不正アクセス、内部不正、取引先等を経由した侵入のリス

クが高まっております。これらが発生した場合、情報漏えい、データ改ざん、業務・操業停止、納期遅延、復旧費

用の増加、損害賠償・行政対応、信用低下等により、経営成績および財政状態に重要な影響を及ぼす可能性があり

ます。当社グループは規程・体制整備、権限管理、監視・脆弱性管理、教育およびバックアップ等の対策を進めて
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おりますが、手口の高度化等により被害を完全に防止できない可能性があります。

（6）技術革新

当社グループが属する市場は、生産性向上、自動化、高精度化、省エネルギー化、デジタル化等の要求が高度化

し、技術革新や製品ライフサイクルの変化が進展しております。顧客ニーズや技術トレンドの変化に適切に対応で

きない場合、製品競争力の低下、受注機会の逸失、価格競争による利益率低下が生じる可能性があります。また、

研究開発投資には技術的な不確実性や開発期間の長期化等のリスクがあり、期待した成果が得られない場合には、

将来の成長性や投資回収に影響を及ぼす可能性があります。当社グループは顧客課題を起点とした製品開発、品

質・性能向上、サービス体制強化、高付加価値の創出、外部連携の活用等により競争力強化を図っておりますが、

市場環境の急変等によりこれらの影響を回避できない場合があります。

（7）知的財産権

当社グループは製品設計、製造ノウハウ、ソフトウェア等の技術資産を競争力の源泉としております。海外展開

やサプライチェーンの拡大に伴い、機密情報の漏えい、模倣品・類似品の流通、技術流出が発生する可能性があり

ます。また、事業領域の拡大や製品の高度化により、第三者の知的財産権を侵害する、または侵害主張を受ける可

能性があります。係争が生じた場合、損害賠償、販売差止、設計変更、ロイヤルティ負担、訴訟費用等により事業

活動が制約され、経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。当社グループは知的財産の権利化・

維持、秘密情報管理、契約管理、侵害予防の確認手続、模倣品対策等を講じておりますが、これらの影響を完全に

防止できない可能性があります。

（8）品質

当社グループは国内外を問わず多様な製品を提供しており、品質の確保は重要な経営課題であります。製品の高

度化・多品種化、個別仕様への対応、サプライチェーンの多様化等により、製品に不具合が発生するリスクを完全

に排除することは困難であります。重大な欠陥が発生した場合、補償・修理・交換・回収等の品質コスト、製造物

責任に基づく損害賠償、追加検査や生産調整に伴う機会損失、信用低下等が生じ、経営成績および財政状態に重要

な影響を及ぼす可能性があります。当社グループは工程管理、検査体制、サプライヤー管理、トレーサビリティ、

是正処置、アフターサービス体制の整備等により品質向上に努めておりますが、予期せぬ事情によるリコールや不

測の事象が発生する可能性があります。

（9）気候変動

当社グループは、豪雨・洪水・台風・地震等の自然災害の激甚化により当社グループの拠点、サプライヤー、物

流網が被災した場合、操業停止、供給遅延、復旧費用の発生等を通じて、当社グループの経営成績および財政状態

に重要な影響を及ぼす可能性があります。また、取引先から環境配慮に関する要請が高まる場合、対応が不十分で

あると取引条件の変更や受注機会の減少につながる可能性があります。当社グループは防災訓練や防災対策の整

備、省エネルギー化等により影響の低減に努めておりますが、災害規模や制度変更の内容等によっては影響を回避

できない場合があります。

（10）法規制・コンプライアンス

当社グループは国内外で事業を展開しており、事業運営に係る各種法令・規制の適用を受けております。これら

の改正や運用強化により、追加コストや事業運営上の制約が生じる可能性があります。また、法令違反またはその

疑義が生じた場合、行政処分、課徴金・罰則、訴訟、取引停止、社会的信用の低下等により、経営成績および財政

状態に重要な影響を及ぼす可能性があります。当社グループは規程整備、教育・研修、内部通報制度、社内審査、

内部監査等により遵守徹底を図っておりますが、海外子会社・委託先を含む統制の限界等により完全に防止できな

い可能性があります。
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４ 【経営者による財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。

(１) 経営成績等の概要

① 財政状態および経営成績の状況

当連結会計年度（2025年４月１日から2026年３月31日まで）における世界経済は、米国の通商政策や中国経済の

減速、イスラエル・パレスチナ間の紛争に加え、２月には米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃が行われる

など中東における地政学的リスクが一段と高まり、先行き不透明な状況が続きました。これに伴う原油価格の上昇

や物流網への影響は、世界的なエネルギー価格の押し上げ要因となり、世界経済の停滞を招き得る新たなリスクと

して顕在化しました。国内経済におきましても雇用・所得環境の改善を背景とした個人消費の底堅さや、旺盛なイ

ンバウンド需要に支えられ、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。一方で、深刻な人手不足に伴う人件費

の上昇や物価の高止まり、金利上昇など不確実性の高い状況が続きました。

このような経営環境のもと、当社グループの売上高につきましては、金属素形材事業においてメキシコ子会社で

自動車部品の受注量が減少し減収となったものの、工作機器事業では海外市場での売上が増加したほか、産業機械

事業においてコンクリートプラント事業のメンテナンス工事が好調に推移し、荷役機械事業でも大型クライミング

クレーンおよびマストの売上が増加したことから、前期比で増収となりました。

営業利益につきましても、産業機械事業のコンクリートプラント事業におけるメンテナンス工事の売上増加、金

属素形材事業におけるコスト低減活動や販売価格改定などにより前期比で増益となりました。

また、親会社株主に帰属する当期純利益は、当社およびタイ子会社において有形固定資産の売却に伴う特別利益

を計上したため、前期比で大きく増加しました。

以上により、当連結会計年度における当社グループの業績は、売上高58,415百万円（前期比 2.0％増）、営業利

益2,688百万円（前期比 43.6％増）、経常利益2,545百万円（前期比 9.9％増）、親会社株主に帰属する当期純利

益3,128百万円（前期比 150.9％増）となりました。

セグメントごとの業績は、次のとおりであります。

キタガワ グローバル ハンド カンパニー（工作機器事業）

当カンパニーの売上高につきましては、国内市場は減少しましたが海外市場で中国やインドなどを中心にEMS

（電子機器受託製造）関連の売上が増加し、9,870百万円（前期比 9.3％増）となりました。一方、セグメント利

益（営業利益）につきましては、国内市場の減収や海外市場における価格競争、工場移設に伴う一時的な費用の発

生等により221百万円（前期比 48.3％減）となりました。

キタガワ サン テック カンパニー（産業機械事業）

当カンパニーの売上高につきましては、コンクリートプラント事業のメンテナンス工事が好調に推移したこと、

また、荷役機械事業においても大型クライミングクレーンおよびマストの売上が前期比で増加したため、22,003百

万円（前期比 10.0％増）となりました。セグメント利益（営業利益）につきましても、コンクリートプラント事

業の売上増加および荷役機械事業の収益改善、自走式立体駐車場事業の収益の安定化により、2,806百万円（前期

比 68.2％増）となりました。

キタガワ マテリアル テクノロジー カンパニー（金属素形材事業）

当カンパニーの売上高につきましては、自動車エンジン部品の需要伸長により国内生産は堅調に推移しました

が、半導体不足による自動車メーカーの減産や鋳物部品の需要減少などの影響によりメキシコ子会社の生産量が減

少したため、24,319百万円（前期比 1.6％減）となりました。一方、セグメント利益（営業利益）につきまして

は、ライン稼働率の向上による固定費効率の改善、歩留まり改善や工程合理化等のコスト構造改革、間接業務の効

率化に努めたことで、606百万円（前期セグメント損失（営業損失） 128百万円）となりました。

半導体関連事業

当事業セグメントの売上高につきましては、連結子会社である北川グレステック株式会社において、AI関連需要



― 16 ―

に関係する消耗品販売や受託加工が堅調に推移しましたが、前期でハードディスク製造装置の大型案件が完了した

影響が大きく、1,780百万円（前期比 29.1％減）となりました。また、セグメント利益（営業利益）につきまして

も、売上高減少の影響を受け、138百万円（前期比 76.3％減）となりました。

② キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、2,049百万円の収入（前期は6,152百万円の収入）とな

りました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益4,204百万円及び減価償却費3,166百万円であり、支出の主

な内訳は、有形固定資産売却損益2,096百万円及び仕入債務の増減額2,058百万円によるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、3,223百万円の支出（前期は2,728百万円の支出）となりました。支出の

主な内訳は、有形固定資産の取得による支出3,460百万円であります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、1,319百万円の収入（前期は2,835百万円の支出）となりました。収入の

主な内訳は、短期借入金の純増減額2,713百万円であります。

これらにより当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ218百万円増加（前期

は841百万円の増加）し、11,427百万円となりました。
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③ 生産、受注及び販売の実績

a. 生産実績

当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。なお、その他セグメント

については金額的な重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。

セグメントの名称 金額(百万円) 前期比(％)

キタガワ グローバル ハンド カンパニー 10,918 16.3

キタガワ サン テック カンパニー 22,131 10.8

キタガワ マテリアル テクノロジー カンパニー 24,254 △1.0

半導体関連事業 1,769 △28.7

合計 59,073 4.8

(注) 金額は販売価格で表示しており、セグメント間の取引については相殺消去しておりません。

ｂ. 受注実績

当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。なお、その他セグメント

については金額的な重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。

セグメントの名称 受注高(百万円) 前期比(％) 受注残高(百万円) 前期比(％)

キタガワ グローバル ハンド
カンパニー

9,809 3.9 1,551 △3.8

キタガワ サン テック
カンパニー

22,812 15.1 25,814 3.2

キタガワ マテリアル
テクノロジー カンパニー

24,428 △0.9 736 17.2

半導体関連事業 3,389 110.5 2,339 219.9

合計 60,439 8.9 30,442 8.8

(注) セグメント間の取引については、相殺消去しております。

ｃ. 販売実績

当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 金額(百万円) 前期比(％)

キタガワ グローバル ハンド カンパニー 9,870 9.3

キタガワ サン テック カンパニー 22,003 10.0

キタガワ マテリアル テクノロジー カンパニー 24,319 △1.6

半導体関連事業 1,780 △29.1

その他 440 △56.2

合計 58,415 2.0

(注) １ セグメント間の取引については、相殺消去しております。

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先
前連結会計年度 当連結会計年度

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％)

株式会社クボタ 8,206 14.3 9,093 15.6
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(２) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

本項に記載した予想、見通し、方針等の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判

断したものであります。

① 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成され

ております。この連結財務諸表の作成にあたって、当社経営陣は決算日における資産・負債の報告数値及び報告

期間における収入・費用に影響を与える見積りを行っております。また、見積りに関しては、過去の実績等の情

報に基づいて判断しておりますが、不確実な要素も含んでおり、実際の結果はこれらの見積りと異なる場合があ

ります。連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは「第５ 経理の状

況 １ 連結財務諸表等 （１）連結財務諸表 注記事項 （重要な会計上の見積り）」に記載しております。

当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 注記

事項（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）」に記載のとおりであります。

② 財政状態の分析

a 資産

当連結会計年度末の総資産は、退職給付に係る資産や投資有価証券、棚卸資産の増加などにより、前連結会計

年度末に比べて2,912百万円増加し、84,912百万円となりました。

b 負債

当連結会計年度末の負債は、前受金や仕入債務の減少などにより、前連結会計年度末に比べて1,310百万円減

少し、38,950百万円となりました。

c 純資産

当連結会計年度末の純資産は、利益剰余金や退職給付に係る調整累計額の増加などにより前連結会計年度末に

比べて4,222百万円増加し、45,962百万円となりました。純資産から非支配株主持分を差し引いた自己資本は

45,957百万円となり、自己資本比率は54.1％となりました。

③ 経営成績の分析

a 売上高

当連結会計年度の売上高は、前期比で2.0％増の58,415百万円となりました。

事業別では、キタガワ グローバル ハンド カンパニーは、海外市場で中国やインドなどを中心にEMS（電

子機器受託製造）関連の売上が増加し、前期比で9.3％増の9,870百万円となり、キタガワ サン テック カン

パニーもコンクリートプラント事業のメンテナンス工事が好調に推移し、荷役機械事業においても大型クライミ

ングクレーンおよびマストの売上が増加したため、前期比で10.0％増の22,003百万円となりました。一方で、キ

タガワ マテリアル テクノロジー カンパニーは、半導体不足による自動車メーカーの減産や鋳物部品の需要

減少などの影響によりメキシコ子会社の生産量が減少したため、前期比で1.6％減の24,319百万円となり、半導

体関連事業についても、前期でハードディスク製造装置の大型案件が完了した影響が大きく、前期比で29.1％減

の1,780百万円となりました。

b 営業利益

当連結会計年度の営業利益は、前期比で43.6％増の2,688百万円となりました。

事業別では、キタガワ サン テック カンパニーは、コンクリートプラント事業の売上増加および荷役機械

事業の収益改善、自走式立体駐車場事業の収益の安定化により、前期比で68.2％増の2,806百万円となり、キタ

ガワ マテリアル テクノロジー カンパニーも、ライン稼働率の向上による固定費効率の改善、歩留まり改善

や工程合理化等のコスト構造改革、間接業務の効率化に努めたことで、前期セグメント損失（営業損失） 128百

万円からセグメント利益（営業利益）606百万円に黒字転換しました。一方、キタガワ グローバル ハンド

カンパニーは、国内市場の減収や海外市場における価格競争、工場移設に伴う一時的な費用の発生等により前期

比で48.3％減の221百万円となり、半導体関連事業についても、売上高減少の影響を受け、前期比で76.3％減の

138百万円となりました。
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c 経常利益

当連結会計年度の経常利益は、持分法による投資利益やスクラップ売却益は減少したものの前期比9.9％増の

2,545百万円となりました。

d 親会社株主に帰属する当期純利益

当連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益は、固定資産売却益が大きく寄与し前期比150.9％増の

3,128百万円となりました。

④ キャッシュ・フローの状況の分析

キャッシュ・フローの状況については、「（1）経営成績等の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に

記載しております。

なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

2022年３月期 2023年３月期 2024年３月期 2025年３月期 2026年３月期

自己資本比率(％) 49.6 49.5 49.9 50.9 54.1

時価ベースの自己資本比率
(％)

17.1 13.3 19.5 13.6 16.8

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(年)

3.8 4.9 3.3 2.3 8.0

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

37.2 18.5 15.9 16.0 5.8

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

（注）１ いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

２ 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

３ キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

４ 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象と

しております。

⑤ 資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社グループにおける資金需要の主なものは、製品製造のための原材料及び部品の購入のほか、製造費用、販売

費及び一般管理費の営業費用による運転資金、また、製造設備の増強、合理化及び更新を目的とした設備資金であ

ります。当社グループの資金の源泉は、主として、営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの借入に

よる資金調達となります。

当連結会計年度におきましては、営業活動によるキャッシュ・フローが減少したほか、設備投資を実施したもの

の、短期借入れを行ったことなどにより、現金及び現金同等物の残高は11,427百万円となり、前期末比218百万円

の増加となりました。

⑥ 経営者の問題認識と今後の方針について

当社グループ経営陣は、企業価値の最大化を目指し、現在の経営環境や入手可能な情報を元に最善の経営方針を

立案するように努めております。当社グループ全体としては、各セグメントの成長追求、開発体制の再構築、人的

資源の戦略的投入、持続的成長へ向けた経営基盤の確立を経営課題と認識して取り組んでまいります。

なお、各セグメントの具体的な取り組みは「第２ 事業の状況」の「１ 経営方針、経営環境および対処すべき

課題等」に記載した活動を進めてまいります。

５ 【重要な契約等】

当連結会計年度において、重要な契約等はありません。
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６ 【研究開発活動】

当連結会計年度は、開発本部では、新領域に対応できる人財の育成に向けた取り組みを進めてまいりました。産

業機械分野においてもシステム機器の重要性が高まる中で、ノイズ耐性の高い機器の開発に取り組み、システム機

器の基盤技術の強化を進めてまいりました。新事業分野では、今後成長が期待される分野に関連する高付加価値素

材を対象とした新型ウォータージェットの開発を継続し、技術確立に向けた試験検証を進めてまいりました。その

他の研究開発活動として、キタガワ サン テック カンパニーと連携し、画像処理技術を生かしたコンクリート

製造装置の高機能化に向けた技術開発を開始しました。今後、検証試験に取り組んでまいります。

当連結会計年度における研究開発費の総額は549百万円であり、各セグメントの主な研究開発活動の内容は、次

のとおりであります。なお、子会社及び開発本部で行っている各セグメントに配分できない基礎研究費用136百万

円が含まれております。また、半導体関連事業に係る研究開発費は、少額であるため記載を省略しております。

キタガワ グローバル ハンド カンパニー（工作機器事業）

当連結会計年度は、自動化・省人化ニーズの高まりに対応した製品開発を重点的に推進しました。各製品分野に

おいて技術革新と市場競争力の向上を図り、以下の成果を達成しております。

チャック分野では、自動化、省段取りに取り組み、BRチャック技術を使用したシリーズ展開、チャック自動交換

システム(ACC)の製品化を進めました。また北米向け新型アルミホイール用チャックならびに5軸機用に刃物の寄り

付きを良くしたチャック等の開発に注力しました。旋盤に搭載する回転油圧シリンダについて、主軸モータの消費

電力を7割削減可能な省エネ低発熱シリンダの開発を行っております。

グリッパ分野においては、協働ロボット向け面盤交換式ハンド／3爪測長ハンドの開発を完了し、製品化・市場

投入準備を進めました。人手不足を背景とした自動化ニーズに応えるため、計測と搬送を一体化させた測長グリッ

パシステムMETの開発を推進しました。計測データの自動判定および上位システムとの連携機能を強化し、生産工

程のデジタル化とトレーサビリティの確保を実現しました。製品化を完了し、現在は市場への浸透を図っておりま

す。

円テーブル分野では、円テーブルコントローラをマシニングセンタ側からの直接制御を可能にする専用インター

フェース（ゲートウェイ）の開発を完了しました。マシニングセンタとコントローラのシームレスな連携による操

作性向上を実現し、市場投入に向けた準備段階に移行しました。NC円テーブルにおいては従来機のバージョンアッ

プを図り、MK400及びRKT501を開発しております。MK400は従来機よりも大物ワークに対応できる仕様としておりま

す。また、チャックとのシナジー効果が見込まれる旋削機能付き傾斜円テーブルの開発に注力しており、周辺機器

を組み合わせたソリューション提案を行ってまいります。

これらの研究開発活動により、市場ニーズに対応した高付加価値製品の創出と、当社の技術的優位性の確保を図

っております。今後も継続的な技術革新により、お客様の生産性向上に貢献する製品開発を推進してまいります。

当事業に係る研究開発費は234百万円であります。
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キタガワ サン テック カンパニー（産業機械事業）

当連結会計年度は、生コンプラント関係では、業界の人材不足への対応、および品質・サービスの向上の両立を

図るため、業務プロセスの改善を基軸としたシステム開発に取り組みました。また、前連結会計年度に続きNEDOに

創設された「グリーンイノベーション基金事業／ CO2を用いたコンクリート等製造技術開発プロジェクト」への参

加、及び強制炭酸化技術の実用化検討等、カーボンニュートラルコンクリートの製造に向けた開発を進めてまいり

ました。翌連結会計年度においても、引き続き脱炭素関連技術の社会実装に向けた開発を進める予定です。

建設機械関係では、クレーン同士や吊荷と障害物の接触を防止する三次元衝突防止(サードアイ)の見学会を開催

しゼネコンやレンタル会社にPRをしました。また甲山工場にて開催されたタワークレーンの新機種JCL730NKDの展

示会でも関係各社へPRを行うとともにフィールドテストを実施しております。使用感などを確認しながら修正を行

い、発売に向けて準備を進めてまいります。簡易自動運転システムも開発中であり、実機搭載に向けて準備を進め

ております。

立体駐車場関係では、柱間隔を最大化し駐車・乗降性を高めた特許取得の自走式立体駐車場「スーパーロングス

パン」を中核に、マンションや商業施設、企業、病院、パチンコ店へ展開しております。売上高は当事業全体の

45.2％を占め、当連結会計年度は4基竣工することが出来ました。また新たに連続傾床タイプ3層4段・4層5段の大

臣認定も取得しました。今後も独自の提案力の強化と他社との差別化を図り、新たな商品開発に取り組んでまいり

ます。

今後も競合他社との差別化を図りつつ、お客様の視点に立った商品展開を進めてまいります。

当事業に係る研究開発費は125百万円であります。

キタガワ マテリアル テクノロジー カンパニー（金属素形材事業）

当連結会計年度は、前連結会計年度に引き続き素材開発および自社商品開発を基にした新規事業の実現を目指

し、精力的に取り組んでおります。素材開発に関しては半導体業界に関連する材料開発に着手すると同時にお客様

のニーズに対応した新しい材料の探索をしてまいりました。併せて、アディティブマニュファクチャリング

（AM）・マテリアルズインフォマティクス（MI）を取り入れるべく調査を進めております。引き続き、成長分野を

焦点とした新たな開発テーマに取り組んでまいります。一方、自社商品開発として土壌関連商品の開発に着手し試

作品の作製を実施しており、翌連結会計年度は外部研究機関にて評価実験を進める予定です。

また消失模型鋳造法における取組として、昨今ニーズの高まりがある金型レスの実現のため、社内にて発泡模型

を直接削り出す製法の検証を進めております。当連結会計年度において発泡模型用の加工機を導入し、実証実験を

進めてまいりました。鋳造製品への適用のための検証も進んでおり、翌連結会計年度には鋳造製品への適用を目指

し、最終段階の検証を行う計画です。少量生産では不利な金型製作費用と製作時間を抑え、低コスト・短納期での

商品提供を実現するように進めてまいります。

更に前連結会計年度までに導入した3D-CAMソフトを活用し、砂型鋳造用金型の内製化を強化しており、当連結会

計年度においても実績を積み重ね、社外流出コストの低減に寄与できました。引き続き、本取組を継続してまいり

ます。

当事業に係る研究開発費は53百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当社グループでは、製造設備の増強、合理化及び更新を目的とし、当連結会計年度に総額3,141百万円の設備投資

を行いました。

本社工場の再構築に伴い、本山工場（広島県府中市)の工場建屋の改修及び、工作機器製造設備の増設を実施して

おります。これらに加え、連結子会社である北川グレステック株式会社において研究開発棟の新設を行いました。

また、限られた経営資源の有効活用および財務体質の強化を図るため、東京工場の社宅（土地・建屋）および連結

子会社であるKITAGAWA (THAILAND) CO.,LTD.の旧工場跡地（土地・工場建屋）を譲渡（引き渡し）いたしました。

これにより、総額2,369百万円の譲渡益を計上しております。

２ 【主要な設備の状況】

当社グループ(当社及び連結子会社)における主要な設備は、次のとおりであります。

(1) 提出会社

2026年３月31日現在

事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業
員数
(人)

建物
及び
構築物

機械装置
及び
運搬具

土地
(面積千㎡)

リース
資産

その他 合計

本社及び
本社工場
(広島県
府中市)

キタガワ グローバ
ル ハンド カンパ
ニー
キタガワ サン テ
ック カンパニー
半導体関連事業
全社的管理業務

工作機器製
造設備・産
業用機械製
造設備

2,724 1,241
643
(53)
[16]

43 639 5,292 666

本山工場
(広島県
府中市)

キタガワ グローバ
ル ハンド カンパ
ニー

工作機器製
造設備

260 544
453
(24)

- 48 1,307 41

下川辺工場
(広島県
府中市)

キタガワ マテリア
ル テクノロジー
カンパニー

鋳物製造設
備

149 463
40

(10)
[43]

- 49 702 142

福山工場
(広島県
福山市)
(注)２

キタガワ マテリア
ル テクノロジー
カンパニー

鋳物製造設
備・鋳物加
工設備

856 1,134
1,206
(75)

- 88 3,286 112

中須工場
(広島県
府中市)

キタガワ マテリア
ル テクノロジー
カンパニー

鋳物製造設
備

100 128
29

(11)
- 12 270 27

東京工場
(さいたま市
北区)

キタガワ マテリア
ル テクノロジー
カンパニー

鋳物製造設
備・鋳物加
工設備

475 1,016
43

(29)
3 235 1,774 143

和歌山工場
(和歌山県
橋本市)

キタガワ サン テ
ック カンパニー

産業用機械
製造設備

211 116
130
(22)

- 6 465 55

甲山工場
(広島県
世羅郡
世羅町)

キタガワ サン テ
ック カンパニー
キタガワ マテリア
ル テクノロジー
カンパニー

産業用機械
製造設備・
鋳物加工設
備

1,127 706
31

(27)
[13]

- 124 1,989 59

大阪支店
(大阪市
住之江区)
他全国11営
業拠点

販売業務 販売設備 53 84
142
(2)
[1]

4 76 361 167

(注) １ 帳簿価額のうち「その他」は、工具器具及び備品及び建設仮勘定の合計であります。

２ 貸与中の機械装置191百万円を含んでおり、キタガワ マテリアル テクノロジー カンパニーの鋳物加工

のため総社工業㈱に貸与しております。

３ 土地及び建物の一部を賃借しており、年間賃借料は376百万円であります。賃借している土地の面積は［ ］

で外書きしております。

４ 現在休止中の主要な設備はありません。

５ 表示すべき主要なリース資産はありません。
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(2) 国内子会社

2026年３月31日現在

会社名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業
員数
(人)

建物
及び
構築物

機械装置
及び
運搬具

土地
(面積千㎡)

リース
資産

その他 合計

北川グレス
テック㈱
本社他
（千葉県千
葉市他）

半導体関連事業
半導体関連
製造設備

617 174
174
(9)
[0]

23 105 1,095 70

(注) １ 帳簿価額のうち「その他」は、工具器具及び備品及び建設仮勘定の合計であります。

２ 現在貸与中の主要な設備はありません。

３ 土地及び建物の一部を賃借しており、年間賃借料は12百万円であります。賃借している土地の面積は

［ ］で外書きしております。

４ 現在休止中の主要な設備はありません。

５ 表示すべき主要なリース資産はありません。

(3) 在外子会社

2026年３月31日現在

会社名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業
員数
(人)

建物
及び
構築物

機械装置
及び
運搬具

土地
(面積千㎡)

リース
資産

その他 合計

KITAGAWA
MEXICO,S.A.
DE C.V.
(メキシコ
アグアスカ
リエンテス
州)

キタガワ マテリア
ル テクノロジー
カンパニー
キタガワ グローバ
ル ハンド カンパ
ニー

鋳物製造設
備・鋳物加
工設備・工
作機器販売
設備

1,415 4,773
492
(86)

- 819 7,501 550

(注) １ 帳簿価額のうち「その他」は、工具器具及び備品及び建設仮勘定の合計であります。

２ 現在貸与中の主要な設備はありません。

３ 現在休止中の主要な設備はありません。

４ 表示すべき主要なリース資産はありません。

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

会社名
事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の内容
投資予定額

資金調達
方法

着手年月
完了予定
年月

完成後の
増加能力総額

(百万円)
既支払額
(百万円)

提出会社
福山工場
(広島県福山市)

キタガワ マテ
リアル テクノ
ロジー カンパ
ニー

鋳物製造
設備及び
鋳物加工
設備

134 119
自己資金
及び
借入金

2025年
６月

2026年
６月

生産能力
増強

KITAGAWA
MEXICO,S.A.
DE C.V.

(メキシコ アグ
アスカリエンテ
ス州)

キタガワ マテ
リアル テクノ
ロジー カンパ
ニー

鋳物製造
設備及び
鋳物加工
設備

646 14
自己資金
及び
借入金

2025年
10月

2026年
12月

生産能力
増強

(注) 投資予定額に外貨が含まれる場合、円貨建に換算しております。

(2) 重要な設備の除却等

経常的な設備の更新を除き、重要な設備の除却または売却の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 30,800,000

計 30,800,000

② 【発行済株式】

種類
事業年度末

現在発行数(株)
(2026年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2026年６月25日)

上場金融商品取引所名又は登
録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式 9,650,803 9,650,803
東京証券取引所
スタンダード市場

単元株式数は
100株であります。

計 9,650,803 9,650,803 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2016年10月１日
(注)

△86,857,227 9,650,803 － 8,640 － 5,080

(注) 株式併合（10：１）によるものであります。

(5) 【所有者別状況】

2026年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)
単元未満
株式の状況

(株)
政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等 個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
(人)

1 18 36 166 75 17 9,970 10,283 ─

所有株式数
(単元)

2 21,196 2,529 9,104 11,457 37 51,495 95,820 68,803

所有株式数
の割合(％)

0.0 22.1 2.6 9.5 12.0 0.0 53.7 100.00 ─

(注) １ 自己株式399,282株は「個人その他」に3,992単元及び「単元未満株式の状況」に82株それぞれ含まれており

ます。

２ 株主数には、単元未満株式のみを所有する株主の人数を含めております。
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(6) 【大株主の状況】

2026年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数の
割合(％)

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区赤坂１丁目８－１ 815 8.81

北川鉄工所みのり会 広島県府中市元町７７－１ 748 8.09

ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ ＢＲ
ＯＫＥＲＳ ＬＬＣ
（常任代理人 インタラクティ

ブ・ブローカーズ証券株式会
社）

ＯＮＥ ＰＩＣＫＷＩＣＫ ＰＬＡＺＡ Ｇ
ＲＥＥＮＷＩＣＨ， ＣＯＮＮＥＣＴＩＣＵ
Ｔ ０６８３０ ＵＳＡ
（東京都千代田区霞が関３丁目２－５）

483 5.23

株式会社広島銀行 広島市中区紙屋町１丁目３－８ 446 4.82

みずほ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目３－３ 230 2.49

北川鉄工所自社株投資会 広島県府中市元町７７－１ 229 2.48

秋元 利規 東京都小平市 200 2.16

株式会社日本カストディ銀行
（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８－１２ 176 1.90

朝日生命保険相互会社 東京都新宿区四谷１丁目６－１ 171 1.85

北川 祐治 広島県府中市 143 1.55

計 ― 3,642 39.37

(注) １ 上記のほか当社所有の自己株式399千株があります。

２ 上記の日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）所有株式数のうち信託業務に係る株式数は

308千株であります。

なお、それらの内訳は、年金信託設定分４千株、投資信託設定分303千株となっております。

３ 上記の株式会社日本カストディ銀行（信託口）所有株式数のうち信託業務に係る株式数は146千株で

あります。

なお、それらの内訳は、年金信託設定分５千株、投資信託設定分141千株となっております。

４ 上記株主の英文名は、株式会社証券保管振替機構から通知された「総株主通知」に基づき記載しておりま

す。

５ 北川祐治氏の所有株式数には、役員持株会を通じての保有分（１株未満切捨て）を含めております。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2026年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式

399,200
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

9,182,800
91,828 ―

単元未満株式
普通株式

68,803
― 一単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 9,650,803 ― ―

総株主の議決権 ― 91,828 ―

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己保有株式82株が含まれております。

② 【自己株式等】

2026年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有

株式数の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社北川鉄工所

広島県府中市元町７７－１ 399,200 ― 399,200 4.14

計 ― 399,200 ― 399,200 4.14
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２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第７号による普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第155条第７号による普通株式の取得

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式
(2025年４月１日～2026年３月31日)

1,299 2,057,852

当期間における取得自己株式
(2026年４月１日～2026年５月31日)

195 315,210

(注) 当期間における取得自己株式には、2026年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに

よる株式数は含まれておりません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分
当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(円)
株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 ― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他
（譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分）

13,600 18,944,800 ― ―

保有自己株式数 399,282 ― 399,477 ―

(注) 当期間における保有自己株式数には、2026年６月１日から有価証券報告書提出日までの取締役会決議による自

己株式の取得及び単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
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３ 【配当政策】

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要課題の一つと考えており、新規事業投資と経営体質の強化の

ため、内部留保の充実を図りつつも、年間50円の安定配当を実施するとともに、利益に応じた段階的な連結配当性向

（下表ご参照）による配当を目標に実施することを利益配分の基本方針としております。

親会社株主に帰属する当期純利益 株主還元方針

50億円超 ～ 連結配当性向40％を目標として還元

35億円超 ～ 50億円以下 連結配当性向35％を目標として還元

15億円超 ～ 35億円以下
連結配当性向30％を目標として還元

（50円を下限として還元）

～ 15億円以下 50円を下限として還元

当社の剰余金の配当は、中間配当および期末配当の年２回を基本方針としております。配当の決定機関は、中間配

当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、継続的な安定配当の基本方針のもと、中間配当は１株あたり35円を実

施し、期末配当は１株あたり67円を、2026年６月26日開催予定の定時株主総会で決議して実施する予定であります。

内部留保資金の使途につきましては、将来にわたる株主利益を確保するため、資本効率の向上をはかるとともに、

将来の企業価値増大への原資として、技術革新対応への設備投資・研究開発投資など、企業体質強化のために活用い

たします。

なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

（注１）基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

2025年11月12日
取締役会決議

323 35

2026年６月26日
定時株主総会決議（予定）

619 67
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４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方）

当社では、経営環境の激しい変化に対応すべく、経営の効率化・意思決定の迅速化や経営の透明性の確保が必要

不可欠であると考えております。そのため、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題の一つとして位

置付け、企業の健全性を確保し、企業価値の増大を図り、企業の社会的責任を果たす事業活動の展開に努めており

ます。

① 企業統治の体制

イ 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由

当社は、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、監査等委員会設置会

社の形態を採用しています。株主をはじめとするステークホルダーの皆様に有効なコーポレート・ガバナンス

を実現するため、以下の体制を構築し、維持・向上に努めております。

また、当社は社外取締役比率を向上させることにより取締役会の監督機能を高め、経営意思決定機能と業務

執行機能を分離するため執行役員制度を導入しコーポレート・ガバナンスの強化を目指しております。執行役

員制度につきましては、雇用型の執行役員制度および委任型の執行役員制度を導入し、提出日現在、15名が執

行役員（うち委任型執行役員は８名）に就任しております。執行役員は、取締役会において業務の執行状況を

報告、確認し、各カンパニーのマネジメントミーティング等を通じて取締役会の決定事項を効率的かつ効果的

に執行しております。

a.取締役会

取締役会は経営意思決定の最高機関であり、法令、定款、取締役会規程に定める取締役会付議事項の審議

を行っております。取締役会は原則として毎月１回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しています。

提出日現在、取締役会は代表取締役会長である北川祐治を議長とし、代表取締役副会長である北川宏、代

表取締役社長である岡野帝男、取締役である西川三佐子（社外）、杉口安弘（社外）、野上武志（社外・常

勤監査等委員）、貝原潤司（社外・監査等委員）、平浩介（社外・監査等委員）を構成員とした８名で構成

されています。

b.監査等委員会

監査等委員会は監査方針・監査計画等を決定し、実効性のある監査を行うとともに、監査等委員は会社の

重要な会議に出席し、客観的な立場から取締役の意思決定の過程および業務執行の状況について監督してお

ります。監査等委員会は原則として毎月１回開催し、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しています。

提出日現在、監査等委員会は常勤監査等委員である野上武志（社外）を議長とし、貝原潤司（社外）、平

浩介（社外）の３名で構成されています。なお、選定監査等委員は常勤監査等委員である野上武志（社外）

が務めております。

c.指名・報酬委員会

当社は、2026年４月に取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置いたしました。当該委

員会は取締役等の指名及び報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性及び説明責任を強化し、コーポレ

ート・ガバナンスの充実を図ることを目的としております。指名・報酬委員会は、取締役会より諮問を受け

た指名・報酬等に関する事項について十分に審議し、取締役会に答申いたします。

提出日現在、指名・報酬委員会は取締役である貝原潤司（社外・監査等委員）を委員長、平浩介（社外・

監査等委員）を副委員長とし、代表取締役社長である岡野帝男、取締役である西川三佐子（社外）、杉口安

弘（社外）を構成員とした５名で構成されています。

当社の業務執行の体制、経営監視および内部監査の体制は次のとおりであります。
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ロ 内部統制システムの整備の状況

a.当社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

１） 当社は、取締役および使用人の行動規範としてキタガワ企業行動憲章およびキタガワ自主行動基準

を定め、これを遵守する。

２） 取締役会の運営については取締役会規程に定められており、月１回の定例取締役会の開催と、必要

に応じた臨時取締役会の開催によって、相互の意思疎通を図るとともに、相互の業務執行を監督し、

必要に応じ外部の専門家を起用して法令・定款の違反行為を未然に防止する。また、当社は監査等委

員会設置会社であり、取締役の職務執行については監査等委員会の定める監査等委員会規程に従い、

監査等委員の監査対象になっている。

３） 取締役会は、内部統制システムの基本事項および重要事項を決定し、その構築、維持、向上を推進

するとともに、その下部組織としてコンプライアンス委員会を設置して、コンプライアンスに関する

個別の課題について協議、決定を行うとともにコンプライアンスプログラムの策定および進捗状況の

管理を行う。

４） 取締役は当社における重大な法令違反、その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場

合は直ちに監査等委員に報告するとともに、遅滞なく取締役会にて報告するものとする。なお業務の

適正を確保するための組織規程および事務関係手続規程の各種制度は取締役の行為にも向けられてお

り、その整備、確立も取締役の法令違反行為の抑制、防止に寄与するものである。

５） 当社は相談通報体制を設け、取締役および使用人が社内外においてコンプライアンス違反行為が行

われたり、行われようとしていることを知ったときには、総務部長、人事部長または常勤監査等委員

などに通報しなければならないこととする。

６） 監査等委員は当社の法令遵守体制および相談通報体制の運用に問題があると認めるときは、意見を

述べるとともに、改善策の策定を求めることができる。

b.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

１） 取締役の職務執行にかかる情報については、法令および社内規程に基づきその保存媒体に応じて適

切かつ確実に保存を行う。

２） 情報の管理については内部情報管理規程を定めて対応し、個人情報については個人情報保護規程に

基づき厳格に管理を行う。
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c.当社の損失の危険に関する規定その他の体制

１） 当社では、リスク管理規程を策定するとともに当社グループのリスク管理を統括し、リスク管理の

推進に関わる課題および対応策を協議・決定する組織として全取締役を委員とする全社リスク管理委

員会を設置する。

２） 全社リスク管理委員会のもとに各カンパニーまたは各本部を取り巻くリスクを特定・管理する組織

として、各カンパニーおよび開発本部・経営管理本部を構成部門としたコーポレート部門にリスク管

理委員会を設置する。

３） 各カンパニーおよびコーポレート部門のリスク管理委員会で特定されたリスクは、リスク対策チー

ムを組成しリスク管理の方法を検討し実行する。

４） リスク対策チームでの検討内容はリスクレベルに応じ規程で定められた会議体において報告を行

う。

d.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

１） 取締役会は毎月１回定時に開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令、定款、取締

役会規程に定める取締役会付議事項の審議を行う。

２） 取締役の経営意思決定機能と業務執行機能を分離するため、執行役員制度を導入し、執行役員は、

取締役会において業務の執行状況を報告・確認し、取締役会の決定事項を効率的かつ効果的に執行す

る。

e.当社および当社子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

１） 当社グループは、キタガワ企業ビジョンを共有し、当社グループ各社に適用するキタガワ企業行動

憲章およびキタガワ自主行動基準をもとに各社で諸規程を定めて業務の運営を行う。

２） 当社は、当社グループ各社に対して年度毎に当社の経営基本方針を周知し、当社意向の徹底と問題

の共有を行い、毎月の当社取締役会においても当社グループ各社の状況把握と事業戦略を協議する。

３） 当社グループ各社は定期的に各々の取締役会を開催し、重要案件の審議を行い、その結果を当社に

報告する。また、当社グループ各社は社長をコンプライアンス担当責任者として、コンプライアンス

体制を構築し、コンプライアンスに関する取り組みを行う。

４） 当社コンプライアンス委員会は当社グループ各社のコンプライアンス担当責任者に指導、指示を行

う。

５） 当社グループは相談通報体制を設けており、当社グループの取締役および使用人にコンプライアン

ス違反があったとき、行われようとしていることを知ったときには、当社グループの相談通報窓口に

通報しなければならないこととする。

f.当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する体制

当社は、内部監査部門に属する使用人を監査等委員補助者とし、監査等委員補助者は監査等委員の指揮、

命令の下で職務を遂行する。

g.当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立

性および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

１） 監査等委員補助者を設置した場合、その監査等委員補助者の人事（異動・評価等）については、監

査等委員会との協議による。

２） 監査等委員補助者は、監査等委員会よりその職務に関して指示を受けた場合は、当該指示された業

務に関して、監査等委員である取締役以外の取締役または使用人の指揮命令を受けない。
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h.当社の監査等委員会への報告に関する体制

１） 当社グループは相談通報体制を設けており、当社グループの取締役および使用人（これらの者から

報告を受けた者を含む。）は、当社グループの業務または業績に重要な影響を及ぼす恐れのある事実

を知ったときには、直ちに監査等委員会に報告する。

２） 監査等委員はいつでも必要に応じて当社グループの取締役および使用人に対して報告を求めること

ができる。

i.当社の監査等委員会に報告した者が当該報告したことを理由として不利な扱いを受けないことを確保する

ための体制

監査等委員会へ報告を行った当社グループの取締役および使用人に対し、当該報告をしたことを理由と

して不利な扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役および使用人に周知徹底する。

j.当社の監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行に

ついて生ずる費用または債務の処理にかかる方針に関する事項

監査等委員である取締役がその職務の執行について当社に対して会社法第399条の２第４項に基づく費用

の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必須で

ないと認められた場合を除き、速やかに処理するものとする。

k.当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社の代表取締役は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、経営の基本方針、会社が対処すべき課題、

当社グループを取り巻く事業上の重大なリスク、監査等委員会の監査上の重要課題等について意見交換で

きる体制を整備する。

l.反社会的勢力排除に向けた基本方針

反社会的勢力が当社グループの活動に関与し、影響を与えることへの防止を図るための反社会的勢力排

除に向けた基本方針を次のとおり定め取り組む。

Ⅰ）市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的な活動や勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切

の関係を遮断し、不当な要求は拒絶する。

Ⅱ）反社会的な活動や勢力の威嚇には警察・弁護士等と連携して立ち向かう。

Ⅲ）自治体（都道府県）が制定する暴力団排除条例の遵守に努め、暴力団等反社会的勢力の活動を助長し、

または暴力団等反社会的勢力の運営に資することとなる利益の供与は行わない。

ハ 取締役会の活動状況

当事業年度において、当社は取締役会を月１回開催しております。個々の取締役の出席状況については次の

とおりであります。

役職名 氏名 出席回数

代表取締役 北川 祐治 14回／14回

代表取締役 北川 宏 13回／14回

代表取締役 岡野 帝男 13回／14回

社外取締役 西川 三佐子 14回／14回

社外取締役 杉口 安弘 14回／14回

社外取締役（常勤監査等委員） 野上 武志 14回／14回

社外取締役（監査等委員） 貝原 潤司 14回／14回

社外取締役（監査等委員） 平 浩介 14回／14回
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取締役会での主な議論の内容は次のとおりです。

＜主な議論の内容＞

経営方針・戦略に関する事項、財務に関する事項、役員や重要な人事に関する事項、コンプライアンスに関

する事項、リスク管理に関する事項、重要な契約や取引に関する事項、重要な資産や設備の扱いに関する事

項

② 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項

イ 自己の株式の取得

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得

することができる旨を定款で定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とす

るものであります。

ロ 中間配当

当社は、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年９月30日を基準日として中間配

当をすることができる旨を定款で定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目

的とするものであります。

ハ 社外取締役の責任免除

当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議によって任務を怠ったことによる社外取締役

の損害賠償責任を、同法第425条第１項に定める最低限度額において免除することができる旨を定款で定めて

おります。これは、社外取締役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分発揮できるようにすること

を目的とするものであります。

③ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権

の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって決議を行う旨を定款で定めておりま

す。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

④ 責任限定契約の概要

当社は、社外取締役全員と会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定す

る契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低限度

額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、社外取締役がその職務を行うにつき善意かつ重大な過失

がない場合に限られます。

⑤ 役員等賠償責任保険契約の概要

当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者

が負担することになる役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受け

ることによって生ずる損害を当該保険契約により填補することとしております。

当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役であり、全ての被保険者について、その保険料を全額当

社が負担しております。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補さ

れないなど、一定の免責事由があります。

⑥ 取締役の定数

当社の取締役は20名以内とし、そのうち監査等委員である取締役は５名以内とする旨を定款で定めておりま

す。なお、2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「定款一部変更の件」を提案して

おり、当該議案が承認可決されると、当社の取締役は10名以内とし、そのうち監査等委員である取締役は５名以

内に変更となります。
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(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

ａ．2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

代表取締役
会長

北川 祐治 1957年４月１日生

1983年９月 当社入社

1991年６月 当社取締役

1995年４月 当社常務取締役

1997年４月 当社専務取締役

1999年４月 当社代表取締役専務

2001年４月 当社代表取締役社長

2011年10月 府中商工会議所会頭(現)

2016年４月 当社代表取締役社長 工機事業部長

2016年５月 株式会社北川製作所代表取締役会長(現)

2018年４月 当社代表取締役会長兼社長

2022年４月 当社代表取締役会長兼社長兼開発本部長

2022年６月 当社代表取締役会長兼社長執行役員兼開発本部

長

2024年６月 当社代表取締役会長(現)

2025年４月 北川冷機株式会社代表取締役社長(現)

2026年５月 一般社団法人日本工作機器工業会会長(現)

(注)２ 143,574

代表取締役
副会長

北川 宏 1958年12月12日生

1981年４月 当社入社

1993年６月 当社取締役

1997年４月 当社常務取締役

2001年４月 当社代表取締役専務

2009年４月 当社代表取締役副社長 執行役員東京営業本

部長

2010年４月 当社代表取締役副社長

2012年６月 当社代表取締役副社長

KITAGAWA MEXICO,S.A.DE C.V.出向（代表取締

役社長）

2015年４月 当社代表取締役副社長 素形材事業本部長

KITAGAWA MEXICO,S.A.DE C.V.出向（代表取締

役社長）

2017年４月 当社代表取締役副社長 素形材事業本部長

2018年４月 当社代表取締役副会長 キタガワ マテリア

ル テクノロジー カンパニー社長

2021年４月 当社代表取締役副会長兼経営管理本部長

2022年６月 当社代表取締役副会長執行役員兼経営管理本

部長

2024年６月 当社代表取締役副会長(現)

(注)２ 26,799

代表取締役
社長執行役員
開発本部長

岡野 帝男 1963年１月12日生

1986年４月 株式会社広島銀行入行

2012年４月 同社府中支店長

2017年４月 同社執行役員福山営業本部長

2019年４月 同社常務執行役員

2021年６月 同社取締役常務執行役員

2022年６月 しまなみ債権回収株式会社代表取締役会長

2023年４月 当社非常勤顧問

2024年５月 当社常勤顧問

2024年６月 当社代表取締役社長執行役員兼開発本部長

(現)

(注)２ 15,641
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役
（社外）

西川 三佐子 1967年10月11日生

1994年６月 中国生産性本部入職

2016年２月 同本部専任部長(現)

2021年６月 当社取締役(現)

(注)２ 796

取締役
（社外）

杉口 安弘 1957年３月12日生

1979年４月 伊藤萬株式会社（現 日鉄物産株式会社）入社

2008年６月 住金物産株式会社（現 日鉄物産株式会社）

執行役員

2011年６月 同社執行役員

住金物産マテックス株式会社

（現 日鉄物産マテックス株式会社）

代表取締役社長

2013年10月 日鉄物産株式会社執行役員

日鉄住金物産マテックス株式会社

（現 日鉄物産マテックス株式会社）

代表取締役社長

2015年４月 日鉄物産株式会社常務執行役員

2016年６月 日鉄物産株式会社取締役常務執行役員

2021年６月 日鉄物産株式会社顧問

2022年８月 当社非常勤顧問

2023年６月 当社取締役(現)

(注)２ 764

取締役
(常勤監査等委員)

（社外）
野上 武志 1964年12月23日生

1987年４月 株式会社広島銀行入行

2015年４月 同社東部統括本部担当部長

2017年４月 同社営業統括部室長

2018年４月 同社個人ローン部長

2020年４月 同社人事総務部付

2020年６月 当社常勤監査役

2022年６月 当社取締役(常勤監査等委員)(現)

(注)３ 1,609

取締役
(監査等委員)
（社外）

貝原 潤司 1949年８月11日生

1974年７月 貝原織布株式会社(現 カイハラ株式会社)入社

1991年９月 同社取締役副社長

2003年４月 同社代表取締役社長

2014年５月 同社代表取締役副会長

2018年６月 当社監査役

2022年６月 当社取締役(監査等委員)(現)

2023年６月 カイハラ株式会社代表取締役会長

2026年５月 同社取締役相談役(現)

(注)３ 663

取締役
(監査等委員)
（社外）

平 浩介 1954年６月６日生

1986年４月 広島県議会議員

1987年１月 クロダルマ株式会社取締役(現)

1997年７月 広島県監査委員

2008年３月 財団法人広島県学校給食会(現 公益財団法人

広島県学校給食会)会長兼理事長

2013年４月 同会理事長

2019年６月 当社監査役

2022年６月 当社取締役(監査等委員)(現)

2022年７月 一般社団法人全国学校給食推進連合会代表理

事

(注)３ 600

計 190,446

(注) １ 取締役 西川三佐子、杉口安弘、野上武志、貝原潤司、平浩介の５氏は、社外取締役であります。

２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から

１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

３ 監査等委員である取締役の任期は、2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する

事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４ 所有株式数は、役員持株会を通じての保有分（１株未満切捨て）を含めた、2026年６月25日現在の状況を記

載しております。

５ 代表取締役副会長 北川宏は、代表取締役会長 北川祐治の弟であります。

６ 当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。

議長 野上武志、委員 貝原潤司、委員 平浩介
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なお、野上武志は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、当社事業に係る

知見を有する者による情報収集及び重要な会議への出席並びに内部監査部門等との密接な連携を通じ、監

査・監督機能の実効性を高めるためであります。

７ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項

に定める補欠の監査等委員である取締役として杉口安弘を選任しております。杉口安弘は取締役（監査等委

員である取締役を除く。）でありますが、監査等委員である取締役の員数を欠くことになった場合は取締役

（監査等委員である取締役を除く。）を辞任し、監査等委員である取締役に就任する予定であります。

なお、補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了

する時までであります。

ｂ．2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を

除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決

されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定

時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。

男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数
(株)

代表取締役
会長 北川 祐治 1957年４月１日生 ａ．に記載のとおり (注)２ 143,574

代表取締役
副会長 北川 宏 1958年12月12日生 ａ．に記載のとおり (注)２ 26,799

代表取締役
社長執行役員
開発本部長

岡野 帝男 1963年１月12日生 ａ．に記載のとおり (注)２ 15,641

取締役
（社外） 西川 三佐子 1967年10月11日生 ａ．に記載のとおり (注)２ 796

取締役
（社外） 杉口 安弘 1957年３月12日生 ａ．に記載のとおり (注)２ 764

取締役
(常勤監査等委員)

（社外）
野上 武志 1964年12月23日生 ａ．に記載のとおり (注)３ 1,609

取締役
(監査等委員)
（社外）

貝原 潤司 1949年８月11日生 ａ．に記載のとおり (注)３ 663

取締役
(監査等委員)
（社外）

平 浩介 1954年６月６日生 ａ．に記載のとおり (注)３ 600

計 190,446

(注) １ 取締役 西川三佐子、杉口安弘、野上武志、貝原潤司、平浩介の５氏は、社外取締役であります。

２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から

１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

３ 監査等委員である取締役の任期は、2026年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する

事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４ 所有株式数は、役員持株会を通じての保有分（１株未満切捨て）を含めた、2026年６月25日現在の状況を記

載しております。

５ 代表取締役副会長 北川宏は、代表取締役会長 北川祐治の弟であります。

６ 当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。

議長 野上武志、委員 貝原潤司、委員 平浩介

なお、野上武志は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、当社事業に係る

知見を有する者による情報収集及び重要な会議への出席並びに内部監査部門等との密接な連携を通じ、監

査・監督機能の実効性を高めるためであります。

７ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項

に定める補欠の監査等委員である取締役として杉口安弘を選任しております。杉口安弘は取締役（監査等委

員である取締役を除く。）でありますが、監査等委員である取締役の員数を欠くことになった場合は取締役

（監査等委員である取締役を除く。）を辞任し、監査等委員である取締役に就任する予定であります。

なお、補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了

する時までであります。
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② 社外取締役の状況

当社は社外取締役を５名（うち監査等委員である取締役は３名）選任しております。

西川三佐子氏は、人材育成や組織活性化について豊富な経験と知識を有しており、取締役の職務執行に対す

る監督機能の強化および経営の透明性をさらに向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図り、当社

の経営に関して有益な助言を行っております。

杉口安弘氏は、企業経営で培われた豊富な業務経験と知見を有しており、取締役の職務執行に対する監督機

能の強化および経営の透明性をさらに向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図り、当社の経営に

関して有益な助言を行っております。

野上武志氏は、金融機関での豊富な経験と財務および会計に関する知見を有しており、取締役の職務執行に

対する監督機能の強化および経営の透明性をさらに向上させるとともに、業務執行や意思決定の適法性・妥当

性を確保する立場から適切に監査を行っております。

貝原潤司氏は、長年にわたって経営に携わった豊富な経験と知識を有しており、取締役の職務執行に対する

監督機能の強化および経営の透明性をさらに向上させるとともに、業務執行や意思決定の適法性・妥当性を確

保する立場から適切に監査を行っております。

平浩介氏は、長年にわたって企業経営や各種団体の要職で培われた豊富な業務経験と知識を有しており、取

締役の職務執行に対する監督機能の強化および経営の透明性をさらに向上させるとともに、業務執行や意思決

定の適法性・妥当性を確保する立場から適切に監査を行っております。

西川三佐子氏は、当社の取引先である中国生産性本部の業務執行者でありますが、当社との間に意思決定に

関して影響を与え得る重要な取引関係その他の関係はないと認識しております。

杉口安弘氏は、当社の取引先である日鉄物産株式会社の取締役、同社子会社の代表取締役を歴任し、当社子

会社であるKITAGAWA MEXICO,S.A.DE C.V.および当社の特定関係事業者（当社の子会社を除く。）である

KITAGAWA-NORTHTECH INC.の業務執行者でない役員（非常勤取締役）であったことがありますが、当社との間

に意思決定に関して影響を与え得る重要な取引関係その他の関係はないと認識しております。

野上武志氏は、当社の主要取引銀行である株式会社広島銀行の出身者ですが、当社との間に意思決定に関し

て影響を与え得る重要な取引関係その他の関係はないと認識しております。

貝原潤司氏は、カイハラ株式会社の取締役相談役、また、平浩介氏は、クロダルマ株式会社取締役でありま

すが、当社との間に意思決定に関して影響を与え得る重要な取引関係その他の関係はないと認識しておりま

す。

当社は、社外取締役の独立性確保の要件につきましては、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準

を参考に、当社独自の社外役員独立性基準を定めております。一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、

人格、識見とも優れ、また、他社の経営者として豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を

監視する立場に適した人材を選任しております。なお、当社が定める社外役員独立性基準は次のとおりであり

ます。
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「社外役員独立性基準」

当社の社外役員が、次のいずれかの項目に該当する場合、独立性に欠けるものと判断します。

１．当社及び当社の関係会社(以下、併せて「当社グループ」という)の業務執行者（注１）

２．当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者（注２）

３．当社グループの主要な取引先である者又はその業務執行者（注３）

４．当社の大株主(総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者

５．当社グループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者

６．当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者

７．当社グループから役員報酬以外に直近３事業年度における年間平均1,000万円以上の金銭その他の財産

を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家

８．上記１．から７．までの重要な者（注４）の配偶者または２親等以内の親族、同居の親族である者

注１：「業務執行者」とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執行取

締役のみでなく、使用人を含む。監査役は含まれない。

注２：「当社グループを主要な取引先とする者」とは、その者の直近３事業年度における年間平均売上高の

２％以上の額の支払いを当社グループから受けた者をいう。

注３：「当社グループの主要な取引先である者」とは、当社グループに対して、当社グループの直近３事業

年度における年間平均売上２％以上の額の支払いを行っている者をいう。

注４：「重要な者」とは、各会社・取引先の取締役(社外取締役を除く)・執行役・部長、監査法人に所属す

る公認会計士、法律事務所に所属する弁護士等をいう。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と

の関係

監査等委員である取締役は、監査等委員でない取締役及び会計監査人並びに内部監査室と、それぞれ定期的

に会合を開き、積極的に意見及び情報の交換を行うほか、必要に応じて往査に立会う等、連携を保ちながら監

査の実効性を高めております。

また、内部統制推進会議において、内部統制推進担当者から報告を受け、推進状況の監査を行っておりま

す。
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(3) 【監査の状況】

① 監査等委員会監査の状況

（組織・人員）

当社は監査等委員会設置会社で、監査等委員である取締役３名（うち社外取締役３名）を選任しておりま

す。また、取締役会以外の重要な会議等への出席や内部監査部門及び会計監査人との連携、執行部門からの定

期的な報告の受領等を行い、これらの情報を監査等委員全員で共有することを通じて、監査等委員会による監

査・監督の実効性を高めるため、常勤の監査等委員１名を選定しております。

（監査等委員会監査の実施方針・方法等）

監査等委員会は常勤の監査等委員が議長を務め、監査方針・監査計画・重点監査事項・職務分担等を定め、

内部監査部門との連携に基づく、内部統制システムを活用した組織的・効果的な監査を実施しています。ま

た、会計監査人と情報交換を行うなど連携強化を図るとともに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適

切な監査を実施しているかを監視及び検証しております。

（監査等委員会への出席状況）

役職名 氏名 監査等委員会

常勤監査等委員（社外取締役） 野上 武志 15回／15回

監査等委員（社外取締役） 貝原 潤司 15回／15回

監査等委員（社外取締役） 平 浩介 15回／15回

監査等委員会における主な検討事項については、次のとおりです。

付議事項 内容

決議事項
監査方針、監査計画、職務分担、会計監査人の再任、監査等委員である取締役選任
議案に関する同意、監査報告書、監査等委員会規程制定、常勤監査等委員・特定監
査等委員及び選定監査等委員の選定、取締役の利益相反取引 等

報告事項 監査実施状況、内部監査部門からの聴取報告、コンプライアンス報告 等

協議事項 監査等委員の報酬額 等

また、常勤の監査等委員の活動として、取締役会や経営会議等の重要な会議への出席、グループ会社の監

査、代表取締役及び取締役との意見交換、内部監査部門及び会計監査人による監査の実施状況の確認、重要な

決裁書類等の閲覧などを行っております。

② 内部監査の状況

a．組織

内部監査は、監査等委員会直轄組織である内部監査室を設置しており、内部監査の活動及び結果等について

は取締役会に報告しております。

b．員数

６名

c．活動

当社内部監査部門は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社を対象として、「内部監査規程」に基づ

き、業務の適正性を監査するとともに、財務報告に係る内部統制の整備、運用状況の監査を実施しておりま

す。財務報告に係る内部統制の評価は、当社及び連結子会社２社を対象として全社的な内部統制の評価を行

い、当社を対象として業務プロセスに係る内部統制の評価を行いました。

これらの結果については、監査終了の都度、監査等委員並びに取締役及び被監査対象部門へ報告するととも

に、問題提起、改善提案を行うことで、内部統制システムの向上に努めております。また、常勤監査等委員と

は、毎月連絡会を開催しており内部監査結果及び改善報告を行い、会計監査人とは、随時内部監査結果及び改

善報告を行い、相互連携を図りました。
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③ 会計監査の状況

a．監査法人の名称

有限責任 あずさ監査法人

b．継続監査期間

58年間

上記は、調査が著しく困難であったため、現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身の１つであ

る監査法人石光公認会計士事務所が監査法人組織になって以降の期間について記載したものです。実際の継続

監査期間は、この期間を超える可能性があります。

c．業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員 業務執行社員 森島拓也 金原和美

d．監査業務に係る補助者の構成

公認会計士７名、その他29名

e．監査法人を選定した理由

当社が、会計監査人として、有限責任 あずさ監査法人を選定した理由は、同法人の独立性、品質管理体制、

専門性を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。

f．監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価

当連結会計年度において、当社監査等委員会は、監査等委員会で定めている「会計監査人の（再任・選任）

についての検討事項」に基づき、会社法への適格性、金融庁・日本公認会計士協会等からの処分の有無、監査

法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査等委員とのコミュニケーション、経営者との関係、グループ

監査、不正リスク、監査の方法と結果の相当性、執行部の考え方等の観点から検討した結果、会計監査人とし

て相当であると評価しております。

④ 監査報酬の内容等

a．監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社 51 0 53 0

連結子会社 ― ― ― ―

計 51 0 53 0

当社における非監査業務の内容は、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則」

に基づく賦課金に係る特例の認定の申請に係る業務です。

b．監査公認会計士等と同一のネットワーク（KPMGグループ）に対する報酬（a.を除く）

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社 ― ― ― ―

連結子会社 9 0 8 0

計 9 0 8 0

連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格税制に関するアドバイザリー業務です。
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ｃ．その他重要な報酬の内容

前連結会計年度

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

当連結会計年度

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

d．監査報酬の決定方針

該当事項はありません。

e．監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

当連結会計年度において、当社監査等委員会は、取締役及び経理部ならびに会計監査人からの必要な資料の

入手や報告の聴取等を通じて、会計監査人の職務の執行状況、監査計画の内容、報酬の見積根拠等を検討し、

総合的に勘案した結果、会計監査人の報酬等は相当であると判断し、同意を行っております。

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

当社は、取締役会において取締役（監査等委員である取締役を除き、以下においても同様とする。）の個人

別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しており、その内容は以下のとおりです。決定方針は、公平性・透

明性を確保するため、社外取締役が過半数を占める取締役会にて決議しております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定

された報酬等の内容が社外取締役が過半数を占める取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認

しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

なお、当社は2026年４月17日に取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しており、今後は、

株主総会で承認を受けた報酬枠の範囲内において、指名・報酬委員会の答申を尊重したうえで取締役会にて決

定することとしております。

１．報酬の額またはその算定方法の基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を動機づける報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定

に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。

２．報酬の決定方針

当社の取締役の報酬は、「基本報酬」「賞与」「非金銭報酬等」によって構成され、これらの比率は、当

社の事業環境や他社水準に鑑み、適切な割合となるように設定することを方針としております。なお、社外

取締役の報酬は、業務執行から独立した立場であることを考慮し、基本報酬（固定報酬）のみとしておりま

す。
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３．報酬等を与える時期または条件の決定方針

(1) 「基本報酬」は月例の固定報酬として支給しております。その額については、株主総会決議によって

決定した限度額において、職位別に決定しております。

(2) 「賞与」は原則として毎年一定の時期に支給しております。その額については、株主総会決議によっ

て決定した限度額において、会社の業績、世間水準等を総合的に勘案し、決定しております。

(3) 「非金銭報酬等」は毎年一定の時期に譲渡制限付株式として支給しております。その株式数について

は、株主総会決議によって決定した限度額において、職位別に決定しております。

４．個人別報酬の内容の決定方法

当社の取締役の個人別の報酬額については、取締役会から委任を受けた代表取締役会長の北川祐治が、株

主総会で承認を受けた報酬枠の範囲内で決定しています。これらの権限を委任した理由は、当社の要職を歴

任し、豊富な経営経験を有しているとともに、当社グループを取り巻く経営環境等を当社グループにおいて

最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためです。

② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（人）基本報酬 賞与 非金銭報酬等

取締役
（監査等委員及び
社外取締役を除く）

144 116 27 ― 3

監査等委員
（社外取締役を除く）

― ― ― ― ―

社外役員 36 36 ― ― 5

(注) １ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は、2022年６月24日開催の第112回定時株

主総会において年額500百万円以内（うち社外取締役は年額50百万円以内。但し、いずれも使用人兼

務取締役の使用人分給与は含まない。）と決議をいただいております。

この報酬限度額には、譲渡制限付株式報酬額を含んでおります。譲渡制限付株式報酬については、上

記の定時株主総会において、当社の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に

対して、前記報酬限度額の範囲内で、年額50百万円、当社の普通株式年４万株を上限として支給する

ことと決議をいただいております。

２ 監査等委員である取締役の報酬限度額は、2022年６月24日開催の第112回定時株主総会において年額

50百万円以内と決議をいただいております。

３ 賞与の額は、取締役３名に対する株式報酬を含んだ役員賞与引当金の計上額です。なお、前事業年度

の引当金計上額に対する戻入額５百万円が生じております。
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(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準および考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専

ら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的とする株式を純投資目的の投資株式とし、

それ以外の株式を純投資目的以外の投資株式として区分しています。純投資目的の投資株式につきましては、

保有しておらず、純投資目的以外の投資株式につきましては、基本的には当社の取引先を対象として一定数の

株式を保有しております。

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ．保有方針および保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証

の内容

（保有方針）

当社は、原則として政策保有株式の新規取得は行いませんが、事業戦略や取引関係などを総合的に勘案し、

中長期的な観点から当社グループの企業価値の向上に資すると判断した場合には、保有する場合があります。

既に保有している株式については、毎年取締役会にて保有合理性を検証し、保有合理性が認められない株式

については適切な時期に削減することとします。

（保有合理性の検証方法）

当社は、個別銘柄毎に次に定める事項を踏まえ、定期的に保有合理性を検証しております。

・中長期的な企業価値の向上および良好な取引関係の維持につながるか

・関連取引や配当金等保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか

（個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等の検証の内容）

毎年６月の取締役会において、同年３月末時点で保有している銘柄を対象に、上記検証事項を踏まえて、保

有の合理性・必要性を総合的に検討し、政策保有株式の継続の可否について、個別に判断しております。

ｂ．銘柄数および貸借対照表計上額

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(百万円)

非上場株式 11 72

非上場株式以外の株式 14 4,606

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

銘柄数
（銘柄）

株式数の増加に係る取得
価額の合計額（百万円）

株式数の増加の理由

非上場株式 ― ― ―

非上場株式以外の株式 3 7 取引先持株会を通じた株式の取得。

(注)株式数が増加した銘柄には、株式の併合、株式の分割、株式移転、株式交換、合併等による変動を含みま

せん。

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

銘柄数
（銘柄）

株式数の減少に係る売却
価額の合計額（百万円）

非上場株式 ― ―

非上場株式以外の株式 ― ―

(注)株式数が減少した銘柄には、株式の併合、株式の分割、株式移転、株式交換、合併等による変動を含みま

せん。



― 44 ―

ｃ．特定投資株式およびみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

当事業年度 前事業年度
保有目的、業務提携等の概要、

定量的な保有効果
および株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株) 株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

㈱山善

608,812 606,939
国内に限らず海外に対しても幅広く当社の工
作機器製品の販売を行っており、キタガワ
グローバル ハンド カンパニーの主要代理
店であります。取引関係の維持および販売強
化のため株式を保有しております。株式数が
増加した理由は、取引先持株会を通じた株式
の取得によるものです。

有

874 799

㈱ひろぎんホー
ル デ ィ ン グ ス
（注１）

467,000 467,000
同社グループ会社である㈱広島銀行は、当社
の主要取引銀行であり、事業運営に必要な資
金の借入などの金融取引を行っています。安
定的な資金調達および円滑な金融取引を実現
するため株式を保有しています。

無

802 565

西川ゴム工業㈱
（注２）

148,000 74,000
広島県に本社を置く地元企業であり、当社子
会社のあるタイ、メキシコへ進出されている
ため、現地情報の共有等を行っています。海
外事業の円滑な推進に資する協力関係の維
持・強化のため株式を保有しています。

有

522 356

㈱ 鶴 見 製 作 所
（注３）

240,000 120,000 pH中和処理装置などコンクリートプラントに
必要な設備の仕入を行っています。安定的な
製品調達を実現するため株式を保有していま
す。

有
492 372

㈱クボタ

147,000 147,000
キタガワ マテリアル テクノロジー カン
パニーの取引先であり、トラクター・建設機
械・産業用のエンジン部品および建設機械の
駆動部品を受託生産しています。継続的な取
引関係の維持・強化のため株式を保有してい
ます。

有

361 269

アマノ㈱
82,800 82,800 自動料金精算機など自走式立体駐車場に必要

なシステム機器の仕入を行っています。安定
的な製品調達を実現するため株式を保有して
います。

有
312 329

オークマ㈱

88,000 88,000 商社を通じて標準チャック、シリンダなど当
社の工作機器製品の販売や当社の生産設備と
して工作機械の購入があり、取引関係の維
持、拡大のため株式を保有しております。

有

308 300

㈱中電工
66,500 66,500 電気設備など自走式立体駐車場の設備工事に

関する取引を行っています。継続的な取引関
係の維持・強化のため株式を保有していま
す。

有
303 219

リョービ㈱

88,600 88,600 広島県に本社を置く地元企業であり、地域の
社会活動に対する相談等を行っています。地
域振興に貢献する地元企業との協力関係の維
持・強化のため株式を保有しています。

有

214 198

北川精機㈱

98,000 98,000 広島県に本社を置く地元企業であり、地域の
社会活動に対する相談等を行っています。地
域振興に貢献する地元企業との協力関係の維
持・強化のため株式を保有しています。

無

141 59



― 45 ―

銘柄

当事業年度 前事業年度
保有目的、業務提携等の概要、

定量的な保有効果
および株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株) 株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

新東工業㈱

104,800 104,800 キタガワ マテリアル テクノロジー カン
パニーにおいて鋳物部品の生産設備である注
湯機や造形機の購入があり、安定的な設備の
運転を実現するため株式を保有しています。

有

95 87

㈱みずほフィナ
ンシャルグルー
プ（注４）

14,656 14,656

同社のグループ会社である㈱みずほ銀行、み
ずほ信託銀行㈱と取引関係があり、㈱みずほ
銀行とは事業運営に必要な資金の借入などの
金融取引を行っています。また、みずほ信託
銀行㈱とは企業年金の運用や証券代行業務な
どの金融取引を行っています。安定的な資金
調達および円滑な金融取引を実現するため株
式を保有しています。

無

89 59

ＤＭＧ森精機㈱

24,762 23,613
商社を通じて標準チャック、シリンダなど当
社の工作機器製品の販売や当社の生産設備と
して工作機械の購入があり、取引関係の維
持、拡大のため株式を保有しております。株
式数が増加した理由は、取引先持株会を通じ
た株式の取得によるものです。

無

58 68

㈱トミタ

23,884 22,880
国内に幅広く販売網を展開しており、キタガ
ワ グローバル ハンド カンパニーの主要
代理店であります。取引関係の維持および販
売強化のため株式を保有しております。株式
数が増加した理由は、取引先持株会を通じた
株式の取得によるものです。

無

29 31

(注) １ ㈱ひろぎんホールディングスは、当社の株式を保有しておりませんが、グループ会社である㈱広島銀行は当

社の株式を保有しております。

２ 西川ゴム工業㈱は、2025年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

３ ㈱鶴見製作所は、2025年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

４ ㈱みずほフィナンシャルグループは、当社の株式を保有しておりませんが、グループ会社であるみずほ信託

銀行㈱、みずほ証券㈱は当社の株式を保有しております。

５ 当事業年度末において保有している特定投資株式については、定量的な保有効果の記載が困難であるため、

定性的な観点から判断した保有効果を記載しております。

６ 保有の合理性は、「ａ．保有方針および保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する

取締役会等における検証の内容」に記載の方法で定期的に当社の取締役会において検証しております。

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

④ 当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

⑤ 当事業年度の前４事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変

更したもの

該当事項はありません。
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５ 【従業員の状況等】

(1) 【人材戦略に関する基本方針等】

当社グループは、長期ビジョン「Plus Decade 2031」および中期経営計画2027に基づき、「既存事業の構造改革」と

「新領域への挑戦」「グローバル展開」を推進するため、従業員を「付加価値の最大化の源泉」と位置付け、「自らチ

ャレンジできる人材の育成」を人材戦略の中核としております。

具体的には、①チャレンジする人材の評価、②多様な人材・多様な働き方の推進、③コミュニケーション強化（心理

的安全性の向上）を重点施策とし、教育投資と社内環境整備を一体で進めています。育成面では、階層別・選抜型のリ

ーダー育成、資格取得支援、リスキリングやDX人材育成の拡充により、自律したリーダー・スペシャリストの輩出を図

っております。環境面では、安全衛生・適切な労働時間管理、フレックスタイムや時差出勤等の柔軟な働き方を推進し、

褒める文化の醸成や1on1面談・意識調査のフィードバック等により対話を活性化し、エンゲージメント向上と離職率低

減に取り組んでおります。また、女性・外国人材等の採用・活躍推進を通じて多様性を高め、異なる価値観の融合によ

るイノベーション創出につなげます。これらの取組みについて、継続的にモニタリングしております。

従業員の給与その他の給付の額及び内容の決定に関する方針

当社は、上記の人材戦略を着実に実行し持続的な成長を支える多様な人材の確保とエンゲージメント向上を目指し、

公平かつ納得感のある報酬制度の構築・運用を基本方針としています。

職能資格等級制度を基軸とした長期的な視点から人材の成長と定着を促す「メンバーシップ型」運用を主体とし、物

価動向、事業環境、生産性向上の状況、労働市場の変化を踏まえ、ベースアップを含む持続的な賃金引上げに取り組み、

従業員の生活安定とエンゲージメント向上を図っております。

一方で、卓越した専門能力を発揮する人材のキャリア支援や採用を目的とした「専門職制度」の導入検討や、従業員

一人ひとりの努力や成果および能力の伸長状況を正当に評価し、個人の成長とイノベーションへの挑戦意欲をより一層

後押しする評価・報酬制度の見直しも進めております。また、中長期的な業績向上への参画意識を高める観点から、従

業員持株会への奨励金比率の引き上げ、ならびに従業員向け株式インセンティブ制度の導入・拡充を推進し、企業価値

向上と従業員利益の連動性を高める取り組みを行っております。

これらの制度の運用品質の向上については、労使コミュニケーションを通じて継続的な見直しを行っております。
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(2) 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

2026年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数(人)

キタガワ グローバル ハンド カンパニー 460

キタガワ サン テック カンパニー 415

キタガワ マテリアル テクノロジー カンパニー 1,111

半導体関連事業 74

その他 45

全社共通 116

合計 2,221

(注) １ 従業員数は就業人員数であります。

２ 全社共通は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。

(2) 提出会社の状況

2026年３月31日現在

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)
平均年間給与の対前
事業年度増減率(％)

1,412 43.3 17.2 5,793 4.1

セグメントの名称 従業員数(人)

キタガワ グローバル ハンド カンパニー 400

キタガワ サン テック カンパニー 415

キタガワ マテリアル テクノロジー カンパニー 432

半導体関連事業 4

その他 45

全社共通 116

合計 1,412

(注) １ 従業員数は就業人員数であります。

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３ 全社共通は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。
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(3) 労働組合の状況

提出会社には、北川鉄工所労働組合が組織(組合員数 1,114人)されており、産業別組織のＪＡＭに属し、日本

労働組合総連合会に加盟しております。

なお、労使関係について特に記載すべき事項はありません。

また、連結子会社の労働組合の状況についても特に記載すべき事項はありません。

(4) 男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

提出会社

当事業年度

男性労働者の
育児休業取得率(％)

(注1)

労働者の男女の
賃金の差異(％)(注2、3)

全労働者
正規雇用
労働者

パート・
有期労働者

86.1 72.6 73.8 63.1

(注) １．「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規

定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」（平成

３年労働省令第25号）第71条の６第１号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。

２．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出したもの

であります。

３. 男女の賃金の差異については、男性の賃金に対する女性の賃金の割合を示しております。

４. 女性管理職比率及び男女の賃金の差異の詳細につきましては、「第２ 事業の状況 ２ サステナビリテ

ィに関する考え方及び取組 （2）重要なサステナビリティ項目 ②人的資本について」をご参照くださ

い。
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第５ 【経理の状況】

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま

す。

２ 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(2025年４月１日から2026年３月31日ま

で)の連結財務諸表及び事業年度(2025年４月１日から2026年３月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監

査法人により監査を受けております。

３ 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取り組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容

を適切に把握し、または会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法

人財務会計基準機構へ加入し、会計基準設定主体等の行う研修に参加しております。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,503 11,965

受取手形 458 60

売掛金 7,937 8,881

契約資産 385 37

電子記録債権 6,304 5,840

商品及び製品 4,716 5,159

仕掛品 5,974 6,102

原材料及び貯蔵品 3,059 3,009

その他 1,175 1,073

貸倒引当金 △14 △16

流動資産合計 41,500 42,114

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ※2 21,096 ※2 17,802

減価償却累計額 △12,441 △9,413

建物及び構築物（純額） 8,655 8,388

機械装置及び運搬具 ※2 47,054 ※2 46,517

減価償却累計額 △35,933 △35,805

機械装置及び運搬具（純額） 11,121 10,712

土地 ※2 4,190 ※2 3,761

リース資産 404 455

減価償却累計額 △187 △204

リース資産（純額） 217 251

建設仮勘定 2,402 1,475

その他 3,314 3,551

減価償却累計額 △2,749 △2,790

その他（純額） 564 760

有形固定資産合計 27,151 25,349

無形固定資産

のれん 534 446

その他 548 523

無形固定資産合計 1,082 969

投資その他の資産

投資有価証券 ※1 4,323 ※1 5,555

繰延税金資産 54 36

退職給付に係る資産 7,736 10,751

その他 194 178

貸倒引当金 △42 △42

投資その他の資産合計 12,265 16,478

固定資産合計 40,500 42,797

資産合計 82,000 84,912
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,696 3,820

電子記録債務 5,602 3,419

短期借入金 3,648 6,680

1年内返済予定の長期借入金 ※2 1,875 ※2 1,108

リース債務 50 64

未払法人税等 495 310

契約負債 3,419 3,842

前受金 2,412 ―

賞与引当金 672 705

役員賞与引当金 27 27

製品保証引当金 109 54

資産除去債務 137 ―

その他 3,259 2,697

流動負債合計 25,407 22,731

固定負債

長期借入金 ※2 8,337 ※2 8,382

リース債務 134 155

繰延税金負債 1,824 3,324

退職給付に係る負債 4,408 4,208

その他 148 147

固定負債合計 14,853 16,218

負債合計 40,260 38,950

純資産の部

株主資本

資本金 8,640 8,640

資本剰余金 4,893 4,886

利益剰余金 22,017 24,590

自己株式 △777 △754

株主資本合計 34,773 37,363

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,896 2,505

繰延ヘッジ損益 △0 △0

為替換算調整勘定 3,501 2,880

退職給付に係る調整累計額 1,562 3,207

その他の包括利益累計額合計 6,960 8,593

非支配株主持分 4 4

純資産合計 41,739 45,962

負債純資産合計 82,000 84,912
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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

売上高 ※1 57,280 ※1 58,415

売上原価 ※3 48,170 ※3 48,519

売上総利益 9,109 9,895

販売費及び一般管理費 ※2,※3 7,236 ※2,※3 7,207

営業利益 1,872 2,688

営業外収益

受取利息 40 18

受取配当金 120 148

持分法による投資利益 299 20

為替差益 14 14

不動産賃貸料 54 55

スクラップ売却益 196 141

その他 279 127

営業外収益合計 1,004 526

営業外費用

支払利息 382 360

減価償却費 139 37

寄付金 ― ※8 200

その他 40 71

営業外費用合計 561 669

経常利益 2,315 2,545

特別利益

固定資産売却益 ※4 151 ※4 2,369

受取保険金 135 ―

株式交換差益 ― 80

特別利益合計 286 2,450

特別損失

固定資産売却損 ※5 168 ※5 273

固定資産除却損 ※6 40 ※6 342

減損損失 30 ※7 174

損害補償損失 32 ―

特別損失合計 271 790

税金等調整前当期純利益 2,330 4,204

法人税、住民税及び事業税 753 596

法人税等調整額 331 479

法人税等合計 1,085 1,076

当期純利益 1,245 3,128

非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に
帰属する当期純損失（△）

△1 0

親会社株主に帰属する当期純利益 1,246 3,128
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【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

当期純利益 1,245 3,128

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △147 609

繰延ヘッジ損益 △0 △0

為替換算調整勘定 1,224 △643

退職給付に係る調整額 △71 1,644

持分法適用会社に対する持分相当額 40 22

その他の包括利益合計 ※1 1,046 ※1 1,632

包括利益 2,291 4,760

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 2,293 4,760

非支配株主に係る包括利益 △1 0
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 8,640 5,080 21,186 △795 34,112

当期変動額

剰余金の配当 △600 △600

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,246 1,246

自己株式の取得 △1 △1

自己株式の処分 △3 19 16

利益剰余金から資本

剰余金への振替
△183 183 ―

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

―

当期変動額合計 ― △187 830 17 661

当期末残高 8,640 4,893 22,017 △777 34,773

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証

券評価差額金
繰延ヘッジ損益

為替換算

調整勘定

退職給付に係

る調整累計額

その他の包括

利益累計額合計

当期首残高 2,043 ― 2,237 1,634 5,914 4 40,031

当期変動額

剰余金の配当 ― △600

親会社株主に帰属す

る当期純利益
― 1,246

自己株式の取得 ― △1

自己株式の処分 ― 16

利益剰余金から資本

剰余金への振替
― ―

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△147 △0 1,264 △71 1,046 0 1,046

当期変動額合計 △147 △0 1,264 △71 1,046 0 1,707

当期末残高 1,896 △0 3,501 1,562 6,960 4 41,739
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当連結会計年度(自 2025年４月１日 至 2026年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 8,640 4,893 22,017 △777 34,773

当期変動額

剰余金の配当 △554 △554

親会社株主に帰属す

る当期純利益
3,128 3,128

自己株式の取得 △2 △2

自己株式の処分 △6 25 18

利益剰余金から資本

剰余金への振替
―

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

―

当期変動額合計 ― △6 2,573 23 2,590

当期末残高 8,640 4,886 24,590 △754 37,363

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証

券評価差額金
繰延ヘッジ損益

為替換算

調整勘定

退職給付に係

る調整累計額

その他の包括

利益累計額合計

当期首残高 1,896 △0 3,501 1,562 6,960 4 41,739

当期変動額

剰余金の配当 ― △554

親会社株主に帰属す

る当期純利益
― 3,128

自己株式の取得 ― △2

自己株式の処分 ― 18

利益剰余金から資本

剰余金への振替
― ―

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

609 △0 △621 1,644 1,632 0 1,632

当期変動額合計 609 △0 △621 1,644 1,632 0 4,222

当期末残高 2,505 △0 2,880 3,207 8,593 4 45,962
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 2,330 4,204

減価償却費 3,108 3,166

減損損失 30 174

のれん償却額 88 88

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 1

賞与引当金の増減額（△は減少） 12 33

製品保証引当金の増減額（△は減少） △24 △55

損害補償損失引当金の増減額（△は減少） △183 ―

環境対策引当金の増減額（△は減少） △25 ―

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △84 132

受取利息及び受取配当金 △160 △167

支払利息 382 360

持分法による投資損益（△は益） △299 △20

有形固定資産売却損益（△は益） 17 △2,096

有形固定資産除却損 40 342

投資有価証券売却損益（△は益） △73 ―

売上債権の増減額（△は増加） 2,400 265

棚卸資産の増減額（△は増加） △543 △505

仕入債務の増減額（△は減少） △858 △2,058

未払消費税等の増減額（△は減少） △58 326

前受金の増減額（△は減少） 2,412 ―

その他 △1,007 △1,202

小計 7,502 2,990

利息及び配当金の受取額 251 191

利息の支払額 △384 △352

法人税等の支払額 △1,216 △779

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,152 2,049

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △3,209 △3,460

有形固定資産の売却による収入 296 985

投資有価証券の取得による支出 △46 △7

投資有価証券の売却による収入 120 0

持分法適用関連会社株式の取得による支出 ― △588

貸付金の回収による収入 200 388

その他 △88 △541

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,728 △3,223
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(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △572 2,713

長期借入れによる収入 1,800 215

長期借入金の返済による支出 △3,407 △995

社債の償還による支出 △10 ―

自己株式の取得による支出 △1 △2

リース債務の返済による支出 △44 △56

配当金の支払額 △600 △554

非支配株主からの払込みによる収入 1 ―

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,835 1,319

現金及び現金同等物に係る換算差額 253 73

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 841 218

現金及び現金同等物の期首残高 10,367 11,208

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 11,208 ※1 11,427
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【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１ 連結の範囲に関する事項

(１)連結子会社の数

9社

連結子会社の名称

北川冷機㈱、㈱北川製作所、KITAGAWA (THAILAND) CO.,LTD.、

KITAGAWA MEXICO,S.A.DE C.V.、北川(瀋陽)工業機械製造有限公司、上海北川鉄社貿易有限公司

北川グレステック㈱、KITAGAWA TRADING (THAILAND) CO.,LTD.、KITAGAWA TECHNOLOGY INDIA PVT.LTD.

連結子会社であった㈱AileLinXは、2026年３月27日をもって清算結了したため、連結の範囲から除外

しております。なお、清算結了までの損益計算書については連結しております。

(２)非連結子会社の名称

System Seiko Malaysia Sdn.Bhd.

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため除外しております。

２ 持分法の適用に関する事項

(１)持分法適用の関連会社数

2社

会社の名称

KITAGAWA EUROPE LTD.、KITAGAWA-NORTHTECH INC.

㈱ケーブル・ジョイは、吸収合併により消滅したため、持分法適用の範囲から除外しております。

(２)持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称等

System Seiko Malaysia Sdn.Bhd.

持分法を適用しない理由

持分法を適用しない非連結子会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等か

らみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がない

ため、持分法の適用範囲から除外しております。

(３)持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る財務諸表を使用し

ております。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。

会社名 決算日

KITAGAWA (THAILAND) CO.,LTD. 12月31日

KITAGAWA MEXICO,S.A.DE C.V. 12月31日

北川(瀋陽)工業機械製造有限公司 12月31日

上海北川鉄社貿易有限公司 12月31日

KITAGAWA TRADING (THAILAND) CO.,LTD. 12月31日

連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引につい

ては、連結決算上必要な調整を行っております。
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４ 会計方針に関する事項

(１)重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定)

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

② 棚卸資産

主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採

用しております。

ただし、キタガワ マテリアル テクノロジー カンパニーは、主として売価還元法による原価法（貸借対照

表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

(２)重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社は、定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物(建物附

属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しており

ます。

在外連結子会社は、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 ３～50年

機械装置及び運搬具 ３～12年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用し

ております。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロ（残価保証の取決めがある場合は残価保証額）とする定額法を採

用しております。

(３)重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

当社及び連結子会社は、売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

当社及び連結子会社は、従業員賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

③ 役員賞与引当金

当社及び連結子会社は、役員賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

④ 製品保証引当金

当社及び連結子会社は、製品保証の支出に備えるため、損失見込額を計上しております。
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(４)退職給付に係る会計処理の方法

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、

期間定額基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）

による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

③ 小規模企業等における簡便法の採用

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額

を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(５)重要な収益及び費用の計上基準

当社および連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当

該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

主要な事業 主要製品

キタガワ グローバル
ハンド カンパニー
（工作機器事業）

旋盤用チャック、油圧回転シリンダ、NC円テーブル、
パワーバイス、グリッパ

キタガワ サン テック
カンパニー
（産業機械事業）

コンクリートプラント、コンクリートミキサ、
ビル建築用クレーン、環境関連設備、リサイクルプラント、
自走式立体駐車場

キタガワ マテリアル
テクノロジー カンパニー
（金属素形材事業）

自動車部品、建設機械部品、農業機械部品

半導体関連事業
半導体製造装置、半導体受託加工、
ハードディスク研磨装置及びライン構築、検査装置、
精密研磨装置、精密研磨消耗品、精密研磨受託加工
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① 工作機器事業及び金属素形材事業、半導体関連事業

工作機器事業、金属素形材事業、半導体関連事業の製品の販売については、顧客に引き渡した時点で収益を認

識しております。

国内販売においては、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合に

は、出荷時に収益を認識しております。

輸出販売においては、主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時に

収益を認識することとしております。

金属素形材事業では、顧客と締結した売戻契約によって原材料等を仕入れ、加工を行ったうえで当該顧客に販

売する有償受給取引において、原材料等の仕入価格を除いた対価の純額で収益を認識することとしております。

これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、別途定める支払い条件により概ね１年以内に受領してお

り、重要な金融要素は含んでおりません。

② 産業機械事業

産業機械事業のうち、自走式立体駐車場及びコンクリートプラントについては、主に長期の請負工事契約を締

結しております。一定の期間にわたり充足される履行義務については、工期がごく短期で重要性が乏しい工事を

除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しておりま

す。履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、履行義務の結果を合理的に測定できる場合は、見積総原価

に対する実際原価の割合（インプット法）で算出しております。

なお、収益認識に関する会計基準の適用指針第95項に定める代替的な取扱いを適用することにより、完全に履

行義務を充足した時点で収益を認識している工事契約については、工事が完了し、顧客に引き渡した時点で収益

を認識しております。

その他の製品の販売については、顧客に製品を引き渡した時点で収益を認識しております。

国内販売においては、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合に

は、出荷時に収益を認識しております。

これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、別途定める支払い条件により概ね１年以内に受領（契約

に基づき前受金を受領する場合がある。）しており、重要な金融要素は含んでおりません。

(６)重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

為替予約について振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を、金利スワップについて特例処理の要件を

満たしている場合は特例処理を採用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約 外貨建債権債務

金利スワップ 借入金

③ ヘッジ方針

外貨建債権債務の為替変動リスクを軽減する目的で為替予約取引を、また、借入金の金利変動リスクを軽減す

る目的で金利スワップ取引を行っております。

④ ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件は同一であり、かつ、ヘッジ開始以降も継続して相場変動又はキ

ャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定できるため、ヘッジの有効性の評価を省略しております。
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(７)のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、個々の投資案件ごとに、投資の効果が発現する期間を合理的に見積り、20年以内で

均等償却しております。

(８)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。

(９)その他連結財務諸表作成のための重要な事項

該当事項はありません。

(重要な会計上の見積り)

請負工事における収益認識

(１)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

（単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

請負工事 4,725 4,069

(２)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

請負工事として、一定の期間にわたり充足される履行義務と判断して、工期がごく短期で重要性が乏しい工事

を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しておりま

す。なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、履行義務の結果を合理的に測定できる場合は、見積

総原価に対する実際原価の割合（インプット法）で算出しております。工事完了までの見積総原価については、

工事の進捗等に伴い発生費用に変更が生じる可能性があることから、その見積り及び仮定を継続的に見直してお

ります。
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(未適用の会計基準等)

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年９月13日）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 2024年９月13日）

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

(1) 概要

国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。

(2) 適用予定日

2028年３月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中でありま

す。

(表示方法の変更)

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「有形固定

資産売却損益（△は益）」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしておりま

す。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」

の「その他」に表示していた△990百万円は「有形固定資産売却損益（△は益）」17百万円、「その他」△1,007百

万円として組替えております。

(連結貸借対照表関係)

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

投資有価証券(株式) 519百万円 835百万円

※２ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

建物及び構築物 944百万円 928百万円

機械装置及び運搬具 615百万円 565百万円

土地 691百万円 594百万円

計 2,251百万円 2,088百万円

上記のうち工場財団抵当に供している資産は、次のとおりであります。

前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

建物及び構築物 814百万円 928百万円

機械装置及び運搬具 615百万円 565百万円

土地 594百万円 594百万円

計 2,024百万円 2,088百万円
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担保付債務は、次のとおりであります。

前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

1年内返済予定の長期借入金 49百万円 49百万円

長期借入金 2,083百万円 2,034百万円

計 2,133百万円 2,083百万円

上記のうち工場財団抵当に対応する担保付債務は、次のとおりであります。

前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

1年内返済予定の長期借入金 49百万円 49百万円

長期借入金 2,083百万円 2,034百万円

計 2,133百万円 2,083百万円

(連結損益計算書関係)

※１ 顧客との契約から生じる収益

売上高については、全額が顧客との契約から生じる収益となっているため、それ以外の収益と区分して記載し

ておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関係） １ 顧客との

契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

運賃及び荷造費 863百万円 826百万円

従業員給料及び賞与 2,786百万円 2,706百万円

賞与引当金繰入額 187百万円 192百万円

役員賞与引当金繰入額 13百万円 22百万円

退職給付費用 △115百万円 △60百万円

製品保証引当金繰入額 34百万円 ―百万円

減価償却費 181百万円 211百万円

※３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。

前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

586百万円 549百万円
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※４ 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

建物及び構築物 ―百万円 205百万円

機械装置及び運搬具 151百万円 △3百万円

土地 ―百万円 2,139百万円

その他 ―百万円 28百万円

計 151百万円 2,369百万円

建物、機械装置、土地等が一体となった固定資産を売却した際、各資産種類毎では売却益、売却損が発生して

いるため損益を通算して固定資産売却益を計上しております。

※５ 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

建物及び構築物 ―百万円 47百万円

機械装置及び運搬具 168百万円 223百万円

土地 ―百万円 2百万円

計 168百万円 273百万円

※６ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

建物及び構築物 3百万円 12百万円

機械装置及び運搬具 12百万円 39百万円

その他 24百万円 291百万円

計 40百万円 342百万円

※７ 減損損失

前連結会計年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

用途 場所 種類 減損損失額

銑鉄鋳物加工設備
㈱北川鉄工所 福山工場

（広島県福山市）
機械装置及び建設仮勘定 174百万円

当社グループは、事業用資産については、事業の種類別セグメントを基礎として、遊休資産、賃貸資産について

は、物件単位ごとにグルーピングしております。

このたび、上記資産については、事業環境の変化を踏まえ、将来の使用見込がないことから、帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当期減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

なお、回収可能価額は、他への転用及び売却の可能性が低いことから、その価値を零としております。

※８ 寄付金

前連結会計年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）

寄付金は、広島県府中市の地域活性化支援に向けた寄付として支払しております。
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(連結包括利益計算書関係)

※１ その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

その他有価証券評価差額金

当期発生額 △97百万円 883百万円

組替調整額 △73百万円 ―百万円

法人税等及び税効果調整前 △170百万円 883百万円

法人税等及び税効果額 23百万円 △274百万円

その他有価証券評価差額金 △147百万円 609百万円

繰延ヘッジ損益

当期発生額 △0百万円 △0百万円

組替調整額 ―百万円 0百万円

法人税等及び税効果調整前 △0百万円 △0百万円

法人税等及び税効果額 0百万円 0百万円

繰延ヘッジ損益 △0百万円 △0百万円

為替換算調整勘定

当期発生額 1,224百万円 △643百万円

退職給付に係る調整額

当期発生額 99百万円 2,524百万円

組替調整額 △173百万円 △116百万円

法人税等及び税効果調整前 △74百万円 2,407百万円

法人税等及び税効果額 3百万円 △763百万円

退職給付に係る調整額 △71百万円 1,644百万円

持分法適用会社に対する
持分相当額

当期発生額 40百万円 22百万円

その他の包括利益合計 1,046百万円 1,632百万円
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当連結会計年度期首
株式数（千株）

当連結会計年度
増加株式数（千株）

当連結会計年度
減少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式

普通株式 9,650 ― ― 9,650

合計 9,650 ― ― 9,650

自己株式

普通株式 420 1 10 411

合計 420 1 10 411

(注)１．普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の減少10千株は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少であ

ります。

２ 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

３ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

2024年６月21日
定時株主総会

普通株式 369百万円 40円 2024年３月31日 2024年６月24日

2024年11月８日
取締役会

普通株式 231百万円 25円 2024年９月30日 2024年12月２日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議予定 株式の種類 配当金の総額 配当の原資
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

2025年６月20日
定時株主総会

普通株式 230百万円 利益剰余金 25円 2025年３月31日 2025年６月23日



― 68 ―

当連結会計年度（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当連結会計年度期首
株式数（千株）

当連結会計年度
増加株式数（千株）

当連結会計年度
減少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式

普通株式 9,650 ― ― 9,650

合計 9,650 ― ― 9,650

自己株式

普通株式 411 1 13 399

合計 411 1 13 399

(注)１．普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の減少13千株は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少であ

ります。

２ 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

３ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

2025年６月20日
定時株主総会

普通株式 230百万円 25円 2025年３月31日 2025年６月23日

2025年11月12日
取締役会

普通株式 323百万円 35円 2025年９月30日 2025年12月４日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

2026年６月26日開催の定時株主総会の議案として、次のとおり付議する予定です。

決議予定 株式の種類 配当金の総額 配当の原資
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

2026年６月26日
定時株主総会

普通株式 619百万円 利益剰余金 67円 2026年３月31日 2026年６月29日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

現金及び預金勘定 11,503百万円 11,965百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △294百万円 △538百万円

現金及び現金同等物 11,208百万円 11,427百万円
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２ ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

ファイナンス・リース取引に係る
資産及び債務の額

81百万円 84百万円

(リース取引関係)

１ ファイナンス・リース取引

（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

有形固定資産

主にキタガワ マテリアル テクノロジー カンパニーにおける生産設備（機械装置及び運搬具）であ

ります。

② リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４ 会計方針に関する事項 (２)重要な減価償却資

産の減価償却の方法」に記載の通りであります。

２ オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

１年内 27 28

１年超 48 20

合計 76 48
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(金融商品関係)

１ 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については預金等の安全性の高い金融資産で行い、また、資金調達については銀行等

金融機関からの借入による方針であります。デリバティブ取引は、ヘッジ目的以外には行わないものとしておりま

す。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外に事

業を展開していることで生じる一部の外貨建営業債権は、為替変動リスクに晒されております。

投資有価証券は、主に取引先企業との業務等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりま

す。

営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、１年以内の支払期日であります。

借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたもの

であります。

デリバティブ取引は、外貨建債権債務に係る為替変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引

及び借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引であります。なお、ヘ

ッジ会計に関するヘッジ手段、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、「連結財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 ４ 会計方針に関する事項 (6) 重要なヘッジ会計の方法」に記載しております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク(取引先等の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社は、営業債権について、営業部門において主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、財務状況等の

悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、同様の管理を行っておりま

す。

当期の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表価額により

表されております。

② 市場リスク(為替等の変動リスク)の管理

当社は、外貨建ての営業債権債務について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対して、主に外貨建

て借入金及び先物為替予約を利用してヘッジしております。

また、借入金に係る支払利息の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しております。

投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握しております。

③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

当社は、各部門からの報告等に基づき財務部門が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、相当額の手許

流動性を維持し、流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ

ております。金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用すること

により、当該価額が変動することがあります。
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２ 金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前連結会計年度（2025年３月31日）

連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

投資有価証券

①満期保有目的の債券 40 39 △0

②その他有価証券 3,715 3,715 ―

資産計 3,755 3,754 △0

1年内返済予定の長期借入金 1,875 1,875 ―

長期借入金 8,337 8,116 △221

負債計 10,212 9,991 △221

デリバティブ取引 △0 △0 ―

当連結会計年度（2026年３月31日）

連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

投資有価証券

①満期保有目的の債券 40 38 △1

②その他有価証券 4,606 4,606 ―

資産計 4,646 4,645 △1

1年内返済予定の長期借入金 1,108 1,108 ―

長期借入金 8,382 8,159 △223

負債計 9,491 9,267 △223

デリバティブ取引 △0 △0 ―

(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

現金及び預金、受取手形、売掛金、電子記録債権

これらは、現金であること、または短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似していることか

ら、注記を省略しております。

投資有価証券

保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

負債

支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金

これらは、短期間で決済されるため、帳簿価額と近似していることから、注記を省略しております。

デリバティブ取引

デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、正味の債務となる項目に

ついては、△で示しております。

２ 市場価格のない株式等の連結貸借対照表計上額
(単位：百万円)

区分 2025年３月31日 2026年３月31日

非上場株式 48 72

関係会社株式 519 835

合計 568 908

これらについては、「投資有価証券」には含めておりません。



― 72 ―

３ 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（2025年３月31日）

１年以内
(百万円)

１年超
５年以内
(百万円)

５年超
10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

現金及び預金 11,503 ― ― ―

受取手形 458 ― ― ―

売掛金 7,937 ― ― ―

電子記録債権 6,304 ― ― ―

有価証券及び投資有価証券

満期保有目的の債券（地方債） ― 40 ― ―

合計 26,203 40 ― ―

当連結会計年度（2026年３月31日）

１年以内
(百万円)

１年超
５年以内
(百万円)

５年超
10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

現金及び預金 11,965 ― ― ―

受取手形 60 ― ― ―

売掛金 8,881 ― ― ―

電子記録債権 5,840 ― ― ―

有価証券及び投資有価証券

満期保有目的の債券（地方債） ― 40 ― ―

合計 26,748 40 ― ―

４ 社債、長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（2025年３月31日）

１年以内
(百万円)

１年超
２年以内
(百万円)

２年超
３年以内
(百万円)

３年超
４年以内
(百万円)

４年超
５年以内
(百万円)

５年超
(百万円)

短期借入金 3,648 ― ― ― ― ―

長期借入金 1,875 1,069 1,439 2,838 2,299 690

リース債務 50 44 39 29 17 3

合計 5,574 1,114 1,478 2,868 2,317 693

当連結会計年度（2026年３月31日）

１年以内
(百万円)

１年超
２年以内
(百万円)

２年超
３年以内
(百万円)

３年超
４年以内
(百万円)

４年超
５年以内
(百万円)

５年超
(百万円)

短期借入金 6,680 ― ― ― ― ―

長期借入金 1,108 1,542 2,944 2,342 1,101 451

リース債務 64 56 46 34 16 2

合計 7,852 1,598 2,991 2,376 1,118 454
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３ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類

しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属する

レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

前連結会計年度（2025年３月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券 3,715 ― ― 3,715

資産計 3,715 ― ― 3,715

デリバティブ取引

通貨関連 ― 0 ― 0

負債計 ― 0 ― 0

当連結会計年度（2026年３月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券 4,606 ― ― 4,606

資産計 4,606 ― ― 4,606

デリバティブ取引

通貨関連 ― 0 ― 0

負債計 ― 0 ― 0
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(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前連結会計年度（2025年３月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

満期保有目的の債券 ― 39 ― 39

資産計 ― 39 ― 39

長期借入金 ― 9,991 ― 9,991

負債計 ― 9,991 ― 9,991

当連結会計年度（2026年３月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

満期保有目的の債券 ― 38 ― 38

資産計 ― 38 ― 38

長期借入金 ― 9,267 ― 9,267

負債計 ― 9,267 ― 9,267

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券

活発な市場における相場価格を用いて上場株式を評価しており、レベル１の時価に分類しております。一方で、

公債は活発な市場の相場価格と認められないため、その時価をレベル２の時価に分類しております。

デリバティブ取引

金利スワップ及び為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割り引いた現在価値

により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金

借入契約毎に分類した当該長期借入金の元利金を同様の借入において想定される利率で割り引いた現在価値によ

り算定しており、レベル２の時価に分類しております。

(有価証券関係)

１ 満期保有目的の債券

前連結会計年度(2025年３月31日)

区分 連結貸借対照表計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

― ― ―

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

40 39 △0

合計 40 39 △0

当連結会計年度(2026年３月31日)

区分 連結貸借対照表計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

― ― ―

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

40 38 △1

合計 40 38 △1
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２ その他有価証券

前連結会計年度（2025年３月31日）

区分 連結貸借対照表計上額
(百万円)

取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

株式 3,715 1,010 2,705

小計 3,715 1,010 2,705

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株式 ― ― ―

小計 ― ― ―

合計 3,715 1,010 2,705

当連結会計年度（2026年３月31日）

区分 連結貸借対照表計上額
(百万円)

取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

株式 4,606 1,017 3,589

小計 4,606 1,017 3,589

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株式 ― ― ―

小計 ― ― ―

合計 4,606 1,017 3,589

３ 連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度(2025年３月31日)

区分 売却額
(百万円)

売却益の合計額
(百万円)

売却損の合計額
(百万円)

株式 120 73 ―

当連結会計年度(2026年３月31日)

該当事項はありません。
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(退職給付関係)

１ 採用している退職給付制度の概要

当社及び一部国内連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制

度及び退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。

なお、一部の連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算し

ております。

２ 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く。）
（百万円）

前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

退職給付債務の期首残高 12,047 10,682
勤務費用 499 418
利息費用 123 184
数理計算上の差異の発生額 △1,048 △854

退職給付の支払額 △938 △566

退職給付債務の期末残高 10,682 9,864

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く。）
（百万円）

前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

年金資産の期首残高 14,388 14,222
期待運用収益 1,060 894
数理計算上の差異の発生額 △949 1,670
事業主からの拠出額 234 233
退職給付の支払額 △510 △494

年金資産の期末残高 14,222 16,526

(3) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

（百万円）
前連結会計年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

退職給付に係る負債の期首残高 188 212

退職給付費用 17 13

退職給付の支払額 △23 △14

その他 30 △91

退職給付に係る負債の期末残高 212 119

(4) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

産の調整表

（百万円）
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

積立型制度の退職給付債務 6,486 5,775

年金資産 △14,222 △16,526

△7,736 △10,751

非積立型制度の退職給付債務 4,408 4,208

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △3,328 △6,542

退職給付に係る負債 4,408 4,208

退職給付に係る資産 △7,736 △10,751

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △3,328 △6,542

（注）簡便法を適用した制度を含みます。
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(5) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

（百万円）
前連結会計年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

勤務費用 499 418

利息費用 123 184

期待運用収益 △1,060 △894

数理計算上の差異の費用処理額 △173 △116

簡便法で計算した退職給付費用 17 13

確定給付制度に係る退職給付費用 △594 △394

(6) 退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目（法人税等及び税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
（百万円）

前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

数理計算上の差異 △74 2,407

合計 △74 2,407

(7) 退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目（法人税等及び税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
（百万円）

前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

未認識数理計算上の差異 △2,257 △4,678

合計 △2,257 △4,678

(8) 年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

債券 48.6% 41.2%

株式 49.3% 56.0%

現金及び預金 2.1% 2.8%

合計 100.0% 100.0%

②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する

多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(9) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
前連結会計年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

割引率 1.82% 2.80%

長期期待運用収益率 7.37% 6.29%

予想昇給率 5.91% 5.97%

(注) 予想昇給率は、退職ポイントの平均昇給率であります。

３ 確定拠出制度

当社及び一部国内連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度42百万円、当連結会計年度48百万円

であります。
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(税効果会計関係)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

繰延税金資産

減損損失 1,274百万円 961百万円

投資有価証券 120百万円 120百万円

未払事業税 51百万円 38百万円

賞与引当金 204百万円 221百万円

退職給付に係る負債 1,368百万円 1,299百万円

税務上の繰越欠損金 (注)２ 2,779百万円 2,726百万円

在外子会社税制差異 520百万円 1,251百万円

その他 594百万円 604百万円

繰延税金資産小計 6,914百万円 7,224百万円

税務上の繰越欠損金に係る
評価性引当額 (注)２

△2,779百万円 △2,726百万円

将来減算一時差異等の
合計に係る評価性引当額

△2,204百万円 △2,624百万円

評価性引当額小計 (注)１ △4,984百万円 △5,351百万円

繰延税金資産合計 1,929百万円 1,873百万円

繰延税金負債

退職給付に係る資産 2,426百万円 3,371百万円

固定資産圧縮積立金 274百万円 476百万円

為替差益 87百万円 108百万円

留保利益金 101百万円 119百万円

その他有価証券評価差額金 809百万円 1,083百万円

繰延税金負債合計 3,699百万円 5,160百万円

繰延税金負債の純額 1,769百万円 3,287百万円

(注) １．評価性引当額が366百万円増加しております。この増加の主な要因は、在外子会社税制差異に係る評価性引

当額730百万円を計上し、減損損失に係る評価性引当額312百万円及び連結子会社において税務上の繰越欠損

金に係る評価性引当額52百万円を取崩したことによるものであります。

２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前連結会計年度（2025年３月31日）

１年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超 合計

税務上の繰越欠損金(a) 326 134 449 343 40 1,485 2,779百万円

評価性引当額 △326 △134 △449 △343 △40 △1,485 △2,779百万円

繰延税金資産 ― ― ― ― ― ― ―百万円

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

当連結会計年度（2026年３月31日）

１年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超 合計

税務上の繰越欠損金(b) 10 480 339 14 140 1,741 2,726百万円

評価性引当額 △10 △480 △339 △14 △140 △1,741 △2,726百万円

繰延税金資産 ― ― ― ― ― ― ―百万円

(b) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

法定実効税率 30.5％ 30.5％

（調整）

関連会社持分法損益 △3.9％ △0.1％

交際費等永久に損金に
算入されない項目

8.3％ 8.1％

受取配当金等永久に益金に
算入されない項目

△0.3％ △0.2％

住民税均等割 1.4％ 0.8％

税額控除 △0.8％ △1.6％

過年度法人税等 1.4％ ―％

税率変更による影響 0.8％ ―％

評価性引当額の増減 △37.9％ 7.3％

繰越欠損金の期限切れ 7.4％ 5.0％

実効税率差 2.4％ △2.9％

在外子会社税制差異 36.1％ △21.4％

のれんの償却額 1.2％ 0.6％

その他 0.1％ △0.3％

税効果会計適用後の法人税等の
負担率

46.6％ 25.6％
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(収益認識関係)

１ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社グループの売上高は、顧客との契約から生じる収益であり、当社グループの報告セグメントを収益の認識時

期に分解した場合の内訳は、以下のとおりです。

前連結会計年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）

[収益の認識時期]

(単位：百万円)

報告セグメント

その他 合計
キタガワ
グローバル
ハンド

カンパニー

キタガワ
サン
テック

カンパニー

キタガワ
マテリアル
テクノロジー
カンパニー

半導体関連
事業

計

一時点で移転される財 9,031 15,279 24,725 2,512 51,549 1,005 52,555

一定の期間にわたり
移転される財

― 4,725 ― ― 4,725 ― 4,725

顧客との契約から
生じる収益

9,031 20,004 24,725 2,512 56,274 1,005 57,280

外部顧客への売上高 9,031 20,004 24,725 2,512 56,274 1,005 57,280

当連結会計年度（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）

[収益の認識時期]

(単位：百万円)

報告セグメント

その他 合計
キタガワ
グローバル
ハンド

カンパニー

キタガワ
サン
テック

カンパニー

キタガワ
マテリアル
テクノロジー
カンパニー

半導体関連
事業

計

一時点で移転される財 9,870 17,934 24,319 1,780 53,905 440 54,346

一定の期間にわたり
移転される財

― 4,069 ― ― 4,069 ― 4,069

顧客との契約から
生じる収益

9,870 22,003 24,319 1,780 57,975 440 58,415

外部顧客への売上高 9,870 22,003 24,319 1,780 57,975 440 58,415

２ 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計方針に関す

る事項 （5）重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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３ 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

前連結会計年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）

(１)契約資産及び契約負債の残高等

顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の残高は、以下のとおりであります。

(単位：百万円)

前連結会計年度

期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 16,706 14,699

契約資産 693 385

契約負債 2,934 3,419

契約資産は、主に、立体駐車場事業において、履行義務の充足に係る進捗度に基づき認識した収益額のうち、

未回収の対価に対する当社の権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当社の権利が無条件にな

った時点で顧客との契約から生じた債権に振替えられます。当該契約に関する対価は、契約条件に従い、完成時

点に請求し、概ね半年以内に受領しております。

契約負債は、立体駐車場事業を含む工事契約の履行義務の充足の時期に収益を認識する顧客との契約に基づい

て、受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。

前連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、1,956百万円であり

ます。

また、前連結会計年度において、契約資産が307百万円減少した主な理由は、履行義務の充足に係る増加

782百万円と完成時点による債権への振替及び契約負債との相殺による減少1,090百万円となっております。契約

負債が484百万円増加した主な理由は、工事請負に係る契約条件に定められた前受金収入による増加8,423百万円

と顧客との契約から生じた債権又は契約資産との相殺による減少7,928百万円となっております。

(２)残存履行義務に配分した取引価格

工事契約に係る残存履行義務に配分した取引価格の総額は、5,785百万円であります。当社は、当該残存履行義

務について、履行義務の充足に係る進捗度に基づき期末日１年以内に約50％、残り約50％が１年超５年以内に収

益として認識されると見込んでおります。

製品の販売については、当初に予想される契約期間が１年以内の契約に該当するため、実務上の便法を適用し

注記の対象に含めておりません。
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当連結会計年度（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）

(１)契約資産及び契約負債の残高等

顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の残高は、以下のとおりであります。

(単位：百万円)

当連結会計年度

期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 14,699 14,782

契約資産 385 37

契約負債 3,419 3,842

契約資産は、主に、立体駐車場事業において、履行義務の充足に係る進捗度に基づき認識した収益額のうち、

未回収の対価に対する当社の権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当社の権利が無条件にな

った時点で顧客との契約から生じた債権に振替えられます。当該契約に関する対価は、契約条件に従い、完成時

点に請求し、概ね半年以内に受領しております。

契約負債は、立体駐車場事業を含む工事契約の履行義務の充足の時期に収益を認識する顧客との契約に基づい

て、受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。

当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、2,597百万円であり

ます。

また、当連結会計年度において、契約資産が347百万円減少した主な理由は、履行義務の充足に係る増加

799百万円と完成時点による債権への振替及び契約負債との相殺による減少1,147百万円となっております。契約

負債が423百万円増加した主な理由は、工事請負に係る契約条件に定められた前受金収入による増加8,406百万円

と顧客との契約から生じた債権又は契約資産との相殺による減少7,984百万円となっております。

(２)残存履行義務に配分した取引価格

工事契約に係る残存履行義務に配分した取引価格の総額は、7,523百万円であります。当社は、当該残存履行義

務について、履行義務の充足に係る進捗度に基づき期末日１年以内に約80％、残り約20％が１年超５年以内に収

益として認識されると見込んでおります。

製品の販売については、当初に予想される契約期間が１年以内の契約に該当するため、実務上の便法を適用し

注記の対象に含めておりません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１ 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価する為に、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、製品・サービス別の製造販売体制を置き、取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の包

括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

従って、当社グループは、製造販売体制を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「キタ

ガワ グローバル ハンド カンパニー」「キタガワ サン テック カンパニー」「キタガワ マテリアル テ

クノロジー カンパニー」「半導体関連事業」の４つを報告セグメントとしております。

「キタガワ グローバル ハンド カンパニー」は、旋盤用チャック、油圧回転シリンダ、NC円テーブル、パワ

ーバイス及びグリッパ等の製造販売をしております。「キタガワ サン テック カンパニー」は、コンクリート

ミキサ、コンクリートプラント、クレーン、環境関連設備、リサイクルプラント及び自走式立体駐車場等の製造販

売をしております。「キタガワ マテリアル テクノロジー カンパニー」は、自動車部品及び各種機械部品の製

造販売をしております。「半導体関連事業」は、半導体製造装置、ハードディスク研磨装置及びライン構築、検査

装置、精密研磨装置、精密研磨消耗品の製造販売をしております。

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお

ける記載と概ね同一であります。報告セグメント間の取引価格及び振替価格は市場価格等を参考に決定しておりま

す。
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３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）

(単位：百万円)

報告セグメント

その他
（注）

合計
キタガワ
グローバル
ハンド

カンパニー

キタガワ
サン
テック

カンパニー

キタガワ
マテリアル
テクノロジー
カンパニー

半導体関連
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 9,031 20,004 24,725 2,512 56,274 1,005 57,280

セグメント間の内部
売上高又は振替高

21 0 182 14 219 16 235

計 9,053 20,005 24,907 2,527 56,493 1,022 57,516

セグメント利益又は
損失（△）

427 1,668 △128 586 2,554 0 2,554

セグメント資産 13,100 19,177 27,793 3,261 63,331 596 63,928

その他の項目

減価償却費 467 274 1,881 50 2,674 41 2,716

のれんの償却額 ― ― ― 88 88 ― 88

特別損失
(減損損失)

30 ― ― ― 30 ― 30

有形固定資産及び
無形固定資産の増加
額

2,150 147 1,232 345 3,876 34 3,911

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、特機事業を含んでおります。
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当連結会計年度（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）

(単位：百万円)

報告セグメント

その他
（注）

合計
キタガワ
グローバル
ハンド

カンパニー

キタガワ
サン
テック

カンパニー

キタガワ
マテリアル
テクノロジー
カンパニー

半導体関連
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 9,870 22,003 24,319 1,780 57,975 440 58,415

セグメント間の内部
売上高又は振替高

89 0 173 ― 262 ― 262

計 9,959 22,004 24,492 1,780 58,237 440 58,678

セグメント利益又は
損失（△）

221 2,806 606 138 3,772 △42 3,730

セグメント資産 13,713 18,658 26,706 3,283 62,361 1,035 63,397

その他の項目

減価償却費 586 278 1,852 104 2,821 20 2,842

のれんの償却額 ― ― ― 88 88 ― 88

特別損失
(減損損失)

― ― 174 ― 174 ― 174

有形固定資産及び
無形固定資産の増加
額

943 256 863 642 2,706 29 2,735

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、特機事業を含んでおります。
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４ 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位：百万円)

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 56,493 58,237

「その他」の区分の売上 1,022 440

セグメント間取引消去 △235 △262

連結財務諸表の売上高 57,280 58,415

(単位：百万円)

利益 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 2,554 3,772

「その他」の区分の利益 0 △42

全社費用（注） △681 △1,041

連結財務諸表の営業利益 1,872 2,688

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない提出会社の管理部門に係る費用です。

(単位：百万円)

資産 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 63,331 62,361

「その他」の区分の資産 596 1,035

全社資産（注） 18,071 21,515

連結財務諸表の資産合計 82,000 84,912

(注) 主に提出会社における余資運用資金、投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。
(単位：百万円)

その他の項目

報告セグメント計 その他 調整額 連結財務諸表計上額

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

減価償却費 2,674 2,821 41 20 392 324 3,108 3,166

のれんの償却額 88 88 ― ― ― ― 88 88

特別損失
(減損損失)

30 174 ― ― ― ― 30 174

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

3,876 2,706 34 29 461 443 4,372 3,179

(注) １ 減価償却費の調整額は、全社資産に係る減価償却費であります。

２ 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、全社資産に係る有形固定資産及び無形固定資産の増加

であります。
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【関連情報】

前連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

１ 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：百万円)

日本 メキシコ アジア 北米 欧州 その他の地域 合計

46,518 6,485 2,799 933 529 14 57,280

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

(単位：百万円)

日本 メキシコ タイ 中国 インド 合計

17,687 8,083 1,034 217 129 27,151

(注) 有形固定資産は連結会社の所在地を基礎とし、国ごとに分類しております。

３ 主要な顧客ごとの情報

(単位：百万円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

株式会社クボタ 8,206
キタガワ マテリアル
テクノロジー カンパニー

当連結会計年度(自 2025年４月１日 至 2026年３月31日)

１ 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：百万円)

日本 メキシコ アジア 北米 欧州 その他の地域 合計

47,562 5,928 3,322 974 614 12 58,415

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

(単位：百万円)

日本 メキシコ タイ 中国 インド 合計

17,431 7,501 7 205 203 25,349

(注) 有形固定資産は連結会社の所在地を基礎とし、国ごとに分類しております。
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３ 主要な顧客ごとの情報

(単位：百万円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

株式会社クボタ 9,093
キタガワ マテリアル
テクノロジー カンパニー

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント

その他 全社・消去 合計額キタガワ
グローバル
ハンド

カンパニー

キタガワ
サン
テック

カンパニー

キタガワ
マテリアル
テクノロジー
カンパニー

半導体関連
事業

計

当期末残高 ― ― ― 534 534 ― ― 534

（注）のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

当連結会計年度(自 2025年４月１日 至 2026年３月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント

その他 全社・消去 合計額キタガワ
グローバル
ハンド

カンパニー

キタガワ
サン
テック

カンパニー

キタガワ
マテリアル
テクノロジー
カンパニー

半導体関連
事業

計

当期末残高 ― ― ― 446 446 ― ― 446

（注）のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

１ 関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引

(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等

該当事項はありません。

(イ)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

前連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

関連

会社

㈱ケーブル・

ジョイ

広島県府

中市
303

有線テレビ

放送

（所有）

直接

31.8

同社への資

金援助

役員の兼任

資金の回収 ―

投資その他

の資産 (長

期貸付金)

386

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) １ 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

２ 持分法の適用により連結財務諸表上は投資その他の資産(長期貸付金)を363百万円直接減額しております。

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地

資本金又
は出資金
(千英
ポンド)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

関連

会社

KITAGAWA

EUROPE LTD.

英 国

ソ ー ル

ズ ベ リ

ー市

225
工作機器販

売

（所有）

直接

50.0

欧州におけ

る当社製品

の販売及び

同社への資

金援助

役員の兼任

工作機器製

品の販売
510 売掛金 162

資 金 の 回

収
196

流動資産その他

（短期貸付金）
―

投資その他の資

産

（長期貸付金）

―

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) １ 当社工作機器製品の販売については、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。

２ 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

３ 2025年４月に1,800千英ポンドの増資を行い、資本金は2,025千英ポンドとなっております。



― 90 ―

当連結会計年度(自 2025年４月１日 至 2026年３月31日)

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

関連

会社

㈱ケーブル・

ジョイ

広島県府

中市
―

有線テレビ

放送

（所有）

直接

―

同社への資

金援助

役員の兼任

資金の回収 386

投資その他

の資産 (長

期貸付金)

―

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) １ 当事業年度において㈱ケーブル・ジョイは、2025年10月１日に吸収合併により消滅しております。上記取引

については、関連当事者であった期間の取引を記載しております。

２ 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地

資本金又
は出資金
(千英
ポンド)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

関連

会社

KITAGAWA

EUROPE LTD.

英 国

ソ ー ル

ズ ベ リ

ー市

2,025
工作機器販

売

（所有）

直接

50.0

欧州におけ

る当社製品

の販売

役員の兼任

工作機器製

品の販売
591 売掛金 251

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) １ 当社工作機器製品の販売については、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。

２ 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

３ 2026年３月に550千英ポンドの増資を行い、資本金は2,575千英ポンドとなっております。

(ウ) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社

等

該当事項はありません。

(エ) 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等

前連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 2025年４月１日 至 2026年３月31日)

該当事項はありません。

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

該当事項はありません。

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

１株当たり純資産額 4,517.11円 4,967.53円

１株当たり当期純利益 135.00円 338.25円

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２ １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 1,246 3,128

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益(百万円)

1,246 3,128

普通株式の期中平均株式数(千株) 9,236 9,247

３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 41,739 45,962

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 4 4

（うち非支配株主持分(百万円)） 4 4

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 41,734 45,957

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式
の数(千株)

9,239 9,251
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 3,648 6,680 3.7 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 1,875 1,108 1.8 ―

１年以内に返済予定のリース債務 50 64 ― ―

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く)

8,337 8,382 1.4
2027年４月～
2033年６月

リース債務(１年以内に返済予定
のものを除く)

134 155 ―
2027年４月～
2032年12月

その他有利子負債 ― ― ― ―

合計 14,046 16,391 ― ―

(注) １ 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後10年内における返済予定額は

以下のとおりであります。

区分
１年超
２年以内
(百万円)

２年超
３年以内
(百万円)

３年超
４年以内
(百万円)

４年超
５年以内
(百万円)

５年超
10年以内
(百万円)

長期借入金 1,542 2,944 2,342 1,101 451

リース債務 56 46 34 16 2

【資産除去債務明細表】

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

中間連結会計期間 当連結会計年度

売上高 (百万円) 29,083 58,415

税金等調整前
中間（当期）純利益

(百万円) 3,103 4,204

親会社株主に帰属する
中間（当期）純利益

(百万円) 2,355 3,128

１株当たり
中間（当期）純利益

(円) 254.88 338.25
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(2025年３月31日)

当事業年度
(2026年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,533 7,953

受取手形 439 58

売掛金 ※1 7,216 ※1 8,450

契約資産 385 37

電子記録債権 ※1 6,117 ※1 5,838

商品及び製品 3,694 4,050

仕掛品 5,703 5,367

原材料及び貯蔵品 1,595 1,581

前払費用 115 112

その他 ※1 4,648 ※1 6,007

貸倒引当金 △14 △16

流動資産合計 37,436 39,440

固定資産

有形固定資産

建物 ※2 5,992 ※2 5,787

構築物 385 364

機械及び装置 ※2 5,792 ※2 5,394

車両運搬具 46 43

工具、器具及び備品 444 545

土地 ※2 3,108 ※2 3,093

リース資産 45 50

建設仮勘定 984 735

有形固定資産合計 16,801 16,016

無形固定資産

借地権 239 239

ソフトウエア 250 221

その他 13 13

無形固定資産合計 504 475
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(単位：百万円)

前事業年度
(2025年３月31日)

当事業年度
(2026年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 3,803 4,718

関係会社株式 6,449 6,476

出資金 2 2

従業員に対する長期貸付金 9 7

関係会社長期貸付金 4,116 3,589

破産更生債権等 3 3

長期前払費用 7 6

前払年金費用 5,584 6,494

関係会社長期未収入金 17 18

その他 133 136

投資損失引当金 △775 △1,183

貸倒引当金 △702 △471

投資その他の資産合計 18,650 19,799

固定資産合計 35,956 36,291

資産合計 73,392 75,732

負債の部

流動負債

支払手形 74 0

買掛金 ※1 3,135 ※1 3,471

電子記録債務 5,518 3,254

短期借入金 3,648 6,680

1年内返済予定の長期借入金 ※2 1,799 ※2 1,054

リース債務 13 15

未払金 ※1 1,251 ※1 1,080

未払費用 430 460

未払法人税等 349 199

契約負債 3,407 3,815

預り金 309 222

賞与引当金 602 621

役員賞与引当金 27 27

製品保証引当金 75 49

設備関係電子記録債務 916 389

資産除去債務 137 ―

その他 0 347

流動負債合計 21,699 21,691

固定負債

長期借入金 ※2 8,216 ※2 8,302

リース債務 36 40

繰延税金負債 1,135 1,859

退職給付引当金 4,432 4,543

その他 ※1 494 ※1 494

固定負債合計 14,316 15,241

負債合計 36,016 36,932
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(単位：百万円)

前事業年度
(2025年３月31日)

当事業年度
(2026年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 8,640 8,640

資本剰余金

資本準備金 5,080 5,080

その他資本剰余金 18 11

資本剰余金合計 5,099 5,092

利益剰余金

利益準備金 997 997

その他利益剰余金

圧縮記帳積立金 600 1,043

別途積立金 3,700 3,700

繰越利益剰余金 17,220 17,574

利益剰余金合計 22,518 23,315

自己株式 △777 △754

株主資本合計 35,480 36,294

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,896 2,505

繰延ヘッジ損益 △0 △0

評価・換算差額等合計 1,896 2,505

純資産合計 37,376 38,799

負債純資産合計 73,392 75,732
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②【損益計算書】

(単位：百万円)
前事業年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

売上高 ※1 47,623 ※1 50,289

売上原価 ※1 40,910 ※1 42,487

売上総利益 6,713 7,801

販売費及び一般管理費 ※1,※2 5,210 ※1,※2 5,494

営業利益 1,502 2,306

営業外収益

受取利息 ※1 346 ※1 343

受取配当金 ※1 256 ※1 174

不動産賃貸料 ※1 134 ※1 135

為替差益 78 85

スクラップ売却益 97 94

その他 ※1 203 ※1 84

営業外収益合計 1,115 918

営業外費用

支払利息 359 343

貸倒引当金繰入額 ― 133

減価償却費 139 37

寄付金 ― 200

その他 38 66

営業外費用合計 537 780

経常利益 2,080 2,443

特別利益

固定資産売却益 ― 758

貸倒引当金戻入額 681 361

受取保険金 135 ―

特別利益合計 816 1,120

特別損失

固定資産除却損 30 337

減損損失 ― 174

関係会社株式評価損 18 510

投資損失引当金繰入額 775 408

貸倒引当金繰入額 99 ―

損害補償損失 32 ―

特別損失合計 955 1,430

税引前当期純利益 1,941 2,133

法人税、住民税及び事業税 395 332

法人税等調整額 309 449

法人税等合計 704 781

当期純利益 1,236 1,351
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本

剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計圧縮記帳積

立金
別途積立金

繰越利益剰

余金

当期首残高 8,640 5,080 21 5,102 997 622 3,700 16,561 21,881

当期変動額

圧縮記帳積立金の積立 ―

圧縮記帳積立金の取崩 △21 21 ―

剰余金の配当 △600 △600

当期純利益 1,236 1,236

自己株式の取得

自己株式の処分 △3 △3

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― △3 △3 ― △21 ― 658 636

当期末残高 8,640 5,080 18 5,099 997 600 3,700 17,220 22,518

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式

株主資本合

計

その他有価

証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △795 34,829 2,043 ― 2,043 36,872

当期変動額

圧縮記帳積立金の積立 ― ―

圧縮記帳積立金の取崩 ― ―

剰余金の配当 △600 △600

当期純利益 1,236 1,236

自己株式の取得 △1 △1 △1

自己株式の処分 19 16 16

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
△147 △0 △147 △147

当期変動額合計 17 651 △147 △0 △147 503

当期末残高 △777 35,480 1,896 △0 1,896 37,376
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当事業年度(自 2025年４月１日 至 2026年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本

剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計圧縮記帳積

立金
別途積立金

繰越利益剰

余金

当期首残高 8,640 5,080 18 5,099 997 600 3,700 17,220 22,518

当期変動額

圧縮記帳積立金の積立 476 △476 ―

圧縮記帳積立金の取崩 △33 33 ―

剰余金の配当 △554 △554

当期純利益 1,351 1,351

自己株式の取得

自己株式の処分 △6 △6

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― △6 △6 ― 442 ― 354 796

当期末残高 8,640 5,080 11 5,092 997 1,043 3,700 17,574 23,315

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式

株主資本合

計

その他有価

証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △777 35,480 1,896 △0 1,896 37,376

当期変動額

圧縮記帳積立金の積立 ― ―

圧縮記帳積立金の取崩 ― ―

剰余金の配当 △554 △554

当期純利益 1,351 1,351

自己株式の取得 △2 △2 △2

自己株式の処分 25 18 18

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
609 △0 609 609

当期変動額合計 23 813 609 △0 609 1,423

当期末残高 △754 36,294 2,505 △0 2,505 38,799
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

２ 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 製品、仕掛品

キタガワ サン テック カンパニー、キタガワ グローバル ハンド カンパニー

総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用してお

ります。

キタガワ マテリアル テクノロジー カンパニー

売価還元法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用して

おります。

(2) 原材料

総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用してお

ります。

(3) 貯蔵品

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しており

ます。

３ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建

物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ３～50年

機械及び装置 ３～12年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用し

ております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロ（残価保証の取決めがある場合は残価保証額）とする定額法を採

用しております。
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４ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 投資損失引当金

関係会社への投資に対する損失に備えるため、投資先関係会社の財政状態等を勘案して必要額を計上しており

ます。

(3) 賞与引当金

従業員賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(5) 製品保証引当金

製品保証の支出に備えるため、損失見込額を計上しております。

(6) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産に基づき計上しておりま

す。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間

定額基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）によ

る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

５ 収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足

する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

主要な事業 主要製品

キタガワ グローバル
ハンド カンパニー
（工作機器事業）

旋盤用チャック、油圧回転シリンダ、NC円テーブル、
パワーバイス、グリッパ

キタガワ サン テック
カンパニー
（産業機械事業）

コンクリートプラント、コンクリートミキサ、
ビル建築用クレーン、環境関連設備、リサイクルプラント、
自走式立体駐車場

キタガワ マテリアル
テクノロジー カンパニー
（金属素形材事業）

自動車部品、建設機械部品、農業機械部品

① 工作機器事業及び金属素形材事業

工作機器事業、金属素形材事業の製品の販売については、顧客に引き渡した時点で収益を認識しております。

国内販売においては、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合に

は、出荷時に収益を認識しております。

輸出販売においては、主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時に

収益を認識することとしております。

金属素形材事業では、顧客と締結した売戻契約によって原材料等を仕入れ、加工を行ったうえで当該顧客に販

売する有償受給取引において、原材料等の仕入価格を除いた対価の純額で収益を認識することとしております。

これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、別途定める支払い条件により概ね１年以内に受領してお

り、重要な金融要素は含んでおりません。

② 産業機械事業

産業機械事業のうち、自走式立体駐車場及びコンクリートプラントについては、主に長期の請負工事契約を締

結しております。一定の期間にわたり充足される履行義務については、工期がごく短期で重要性が乏しい工事を
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除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しておりま

す。履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、履行義務の結果を合理的に測定できる場合は、見積総原価

に対する実際原価の割合（インプット法）で算出しております。

なお、収益認識に関する会計基準の適用指針第95項に定める代替的な取扱いを適用することにより、完全に履

行義務を充足した時点で収益を認識している工事契約については、工事が完了し、顧客に引き渡した時点で収益

を認識しております。

その他の製品の販売については、顧客に製品を引き渡した時点で収益を認識しております。

国内販売においては、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合に

は、出荷時に収益を認識しております。

これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、別途定める支払い条件により概ね１年以内に受領（契約

に基づき前受金を受領する場合がある。）しており、重要な金融要素は含んでおりません。

６ ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

為替予約について振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を、金利スワップについて特例処理の要件を

満たしている場合は特例処理を採用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約 外貨建債権債務

金利スワップ 借入金

(3) ヘッジ方針

外貨建債権債務の為替変動リスクを軽減する目的で為替予約取引を、また、借入金の金利変動リスクを軽減す

る目的で金利スワップ取引を行っております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件は同一であり、かつヘッジ開始以降も継続して相場変動又はキャ

ッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定できるため、ヘッジの有効性の評価を省略しております。

７ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なって

おります。
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(重要な会計上の見積り)

１ 請負工事における収益認識

(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

（単位：百万円）

前事業年度 当事業年度

請負工事 4,725 4,069

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結財務諸表「注記事項（重要な会計上の見積り）」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略してお

ります。

２ 関係会社貸付金の評価

(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

（単位：百万円）

前事業年度 当事業年度

関係会社貸付金 8,360 9,437

関係会社に対する貸倒引当金 659 429

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

関係会社貸付金について、個別に回収可能性を勘案し、財務内容評価法に基づき回収不能見込額を貸倒引当金へ

計上しています。財務内容評価法を採用するに際し、債務者である関係会社の支払能力を総合的に判断していま

す。関係会社の支払能力は、関係会社の経営状態、債務超過の程度、事業活動の状況、今後の収益及び資金繰りの

見通し、その他債権回収に関係のある一切の定量的・定性的要因を考慮することにより判断しています。

関係会社の経営状態により追加の貸倒引当金の繰入または戻入が生じる可能性があります。

(表示方法の変更)

（貸借対照表関係）

前事業年度において「流動負債」の「設備関係支払手形」に含めて表示しておりました「設備関係電子記録債務」

は、「設備関係支払手形」残高がなくなったため、当事業年度より「設備関係電子記録債務」として表示しており、前

事業年度の「設備関係支払手形」（前事業年度916百万円）を「設備関係電子記録債務」として表示しております。
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(貸借対照表関係)

※１ 関係会社に対する資産及び負債

区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。

前事業年度
(2025年３月31日)

当事業年度
(2026年３月31日)

短期金銭債権 5,546百万円 7,400百万円

短期金銭債務 359百万円 419百万円

長期金銭債務 399百万円 399百万円

※２ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

前事業年度
(2025年３月31日)

当事業年度
(2026年３月31日)

建物 944百万円 928百万円

機械及び装置 615百万円 565百万円

土地 691百万円 594百万円

計 2,251百万円 2,088百万円

担保付債務は、次のとおりであります。

前事業年度
(2025年３月31日)

当事業年度
(2026年３月31日)

1年内返済予定の長期借入金 49百万円 49百万円

長期借入金 2,083百万円 2,034百万円

計 2,133百万円 2,083百万円
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(損益計算書関係)

※１ 関係会社との取引高

前事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

営業取引による取引高

売上高 3,162百万円 3,977百万円

仕入高 3,414百万円 3,556百万円

営業取引以外の取引による取引高 683百万円 653百万円

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

前事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

運賃及び荷造費 529百万円 527百万円

貸倒引当金繰入額 △1百万円 △0百万円

従業員給料及び賞与 2,274百万円 2,207百万円

賞与引当金繰入額 181百万円 183百万円

役員賞与引当金繰入額 13百万円 22百万円

退職給付費用 △120百万円 △59百万円

減価償却費 131百万円 154百万円

おおよその割合

販売費 35.6％ 35.8％

一般管理費 64.4％ 64.2％

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載して

おりません。

なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。

(単位：百万円)

区分
前事業年度

（2025年３月31日）
当事業年度

（2026年３月31日）

子会社株式 6,352 6,152

関連会社株式 97 323

計 6,449 6,476
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(税効果会計関係)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度
(2025年３月31日)

当事業年度
(2026年３月31日)

繰延税金資産

減損損失 62百万円 62百万円

投資有価証券 3,405百万円 3,470百万円

未払事業税 36百万円 34百万円

投資損失引当金 243百万円 370百万円

貸倒引当金 224百万円 153百万円

賞与引当金 183百万円 194百万円

製品保証引当金 22百万円 15百万円

退職給付引当金 1,387百万円 1,424百万円

その他 308百万円 356百万円

繰延税金資産小計 5,876百万円 6,083百万円

評価性引当額 △4,089百万円 △4,236百万円

繰延税金資産合計 1,786百万円 1,846百万円

繰延税金負債

前払年金費用 1,751百万円 2,036百万円

固定資産圧縮積立金 274百万円 476百万円

その他有価証券評価差額金 809百万円 1,083百万円

その他 87百万円 108百万円

繰延税金負債合計 2,922百万円 3,705百万円

繰延税金負債の純額 1,135百万円 1,859百万円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

前事業年度
(2025年３月31日)

当事業年度
(2026年３月31日)

法定実効税率 30.5％ 30.5％

（調整）

交際費等永久に損金に
算入されない項目

1.4％ 2.2％

受取配当金等永久に益金に算入
されない項目

△2.5％ △0.8％

評価性引当額の増減 3.5％ 6.9％

過年度法人税等 1.6％ ―％

税率変更による影響 1.0％ ―％

税額控除 △0.0％ △3.2％

その他 0.8％ 1.0％

税効果会計適用後の法人税等の
負担率

36.3％ 36.6％

（表示方法の変更）

前事業年度において、「その他」に含めていた「税額控除」は重要性が増したため、当事業年度より独立掲記して

います。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度における「その他」 0.8%は、「税額控除」△0.0%および

「その他」0.8%として組み替えております。
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(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を理解するための情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための情報は、「重要な会計方針 ５ 収益及び費用の計上基準」に記載の

とおりであります。
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④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）

区分 資産の種類 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期償却額 当期末残高
減価償却
累計額

有形固定資産 建物 5,992 323 145 383 5,787 6,019

構築物 385 27 1 47 364 894

機械及び装置 5,792 1,184
200

（157）
1,381 5,394 26,914

車両運搬具 46 21 0 24 43 259

工具、器具
及び備品

444 360 20 238 545 2,145

土地 3,108 ― 14 ― 3,093 ―

リース資産 45 18 0 13 50 56

建設仮勘定 984 78
328

（17）
― 735 ―

計 16,801 2,015
711

（174）
2,089 16,016 36,288

無形固定資産 借地権 239 ― ― ― 239 ―

ソフトウエア 250 93 12 109 221 225

その他の無形
固定資産

13 ― ― 0 13 1

計 504 93 12 109 475 226

(注) １ 「当期増加額」のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置

本山工場工作機器製造設備 368百万円

本社工場工作機器製造設備 189百万円

下川辺工場銑鉄鋳物鋳造設備 130百万円

２ 「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

（単位：百万円）

科目 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

貸倒引当金 716 147 376 488

投資損失引当金 775 408 ― 1,183

賞与引当金 602 621 602 621

役員賞与引当金 27 27 27 27

製品保証引当金 75 ― 26 49

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日
９月30日
３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り・
買増し

取扱場所
（特別口座）
東京都千代田区丸の内一丁目３番３号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

株主名簿管理人
（特別口座）
東京都千代田区丸の内一丁目３番３号
みずほ信託銀行株式会社

取次所 みずほ信託銀行株式会社 全国各支店

買取・買増手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法
当社の公告方法は、電子公告としております。ただし、事故その他やむを得ない事由
により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載しております。当
社の公告掲載URLは次のとおりであります。（https://www.kiw.co.jp/）

株主に対する特典 該当事項はありません
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書
及びその添付書類
並びに確認書

（ 事業年度
(第115期)

自 2024年４月１日
至 2025年３月31日 ）

2025年６月19日
関東財務局長に提出

(2) 内部統制報告書及びその添付書類 2025年６月19日
関東財務局長に提出

(3) 半期報告書
及び確認書

（ 第116期中 自 2025年４月１日
至 2025年９月30日 ）

2025年11月12日
関東財務局長に提出

(4) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２(株主総会にお
ける議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書

2025年６月23日
関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２(従業員持株会
を通じた当社従業員への譲渡制限付株式付与のための自己株式の処分)の規
定に基づく臨時報告書

2026年２月20日
関東財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。



― 111 ―

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

2026年６月25日

株式会社北川鉄工所

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

広島事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 森 島 拓 也

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 金 原 和 美

＜連結財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社北川鉄工所の2025年４月１日から2026年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸

借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結

財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社北川鉄工所及び連結子会社の2026年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ

る職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び

連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明

の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重

要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見

の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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請負工事に関する収益認識における実際工事原価総額の妥当性の評価

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

注記事項（収益認識関係）顧客との契約から生じる収
益を分解した情報に記載のとおり、株式会社北川鉄工所
において、キタガワ サン テック カンパニー セグ
メントに含まれる請負工事のうち、一定の期間にわたり
充足される履行義務について収益を認識したものは
4,069百万円であり、連結売上高の７％を占めている。

注記事項（連結財務諸表作成のための基本となる重要
な事項）４ 会計方針に関する事項（５）重要な収益及
び費用の計上基準に記載のとおり、一定の期間にわたり
充足される履行義務については、重要性が乏しいかつご
く短期の工事を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見
積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認
識している。なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積
りの方法は、履行義務の結果を合理的に測定できる場合
は、見積総原価に対する実際原価の割合（インプット
法）で算出している。

当該売上高は、実際発生工事原価を付替えることによ
り売上高を恣意的に操作することが可能となる。

また、工事案件については1件当たりの実際発生工事
原価が多額であり、期末月の実際発生工事原価の集計に
あたって、翌月仕入の前倒しを利用した売上高の水増し
の可能性がある。

以上から、当監査法人は、履行義務の充足に係る進捗
度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわ
たり認識する方法に関連する実際発生工事原価総額の妥
当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特
に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当する
と判断した。

当監査法人は、履行義務の充足に係る進捗度を見積
り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識
する方法に関連する実際工事原価総額の妥当性を評価す
るため、主に以下の監査手続を実施した。

（１）内部統制の評価
権限規程に基づく承認者が日々の工事進捗を承認する

統制及び工事開始後の進捗が適切に実際発生工事原価に
反映されていることを確かめるための統制に焦点を当て
て、内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価し
た。

（２）実際発生工事原価総額の妥当性の評価
連結会計年度末時点で未完成の工事案件の実際発生工事
原価の妥当性を評価するため、以下を含む手続を実施し
た。

●期末月における対象の工事案件への原価付替えによる
売上高の水増しの有無を確かめるために、仕入実績デ
ータにおける資材仕入の検収資料を確認し、資材が発
注元の工事案件に適切に納入されているかどうかを確
かめた。

●期末月における翌月仕入の前倒し計上による売上高の
水増しの有無を確かめるために、期末月の翌月の仕入
実績データを通査し、取消伝票の有無を確認した。

●連結会計年度末時点で未完成の工事案件に関する実際
発生工事原価について、進捗率の妥当性を検討するた
め工事の進捗状況を会社担当者から聴取し、回答の基
礎となる資料を閲覧した。加えて、回答内容の合理性
を検討するため一部の仕掛中の案件について現場視察
を実施した。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、

その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の

記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内

容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ

のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利

用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な

監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結

論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事

項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表

に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠

に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか

どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる

取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入

手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲

に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
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監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した

事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止

されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上

回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

＜内部統制監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社北川鉄工所の2026年

３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社北川鉄工所が2026年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の

内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財

務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統

制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人

の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務

諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他

の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して

いる。

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。
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内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ

いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに

ある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び

適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部

統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内

部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任があ

る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別し

た内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につい

て報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

＜報酬関連情報＞

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬

及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (３)【監査の

状況】に記載されている。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上

（注）１．上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。



― 116 ―

独立監査人の監査報告書

2026年６月25日

株式会社北川鉄工所

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

広島事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 森 島 拓 也

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 金 原 和 美

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社北川鉄工所の2025年４月１日から2026年３月31日までの第116期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社北川鉄工所の2026年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か

つ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である

と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい

て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

（請負工事に関する収益認識における実際工事原価総額の妥当性の評価）

個別財務諸表の監査報告書で記載すべき監査上の主要な検討事項「請負工事に関する収益認識における実際工事原価

総額の妥当性の評価」は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項「請負工事に関する収

益認識における実際工事原価総額の妥当性の評価」と実質的に同一の内容である。このため、個別財務諸表の監査報告

書では、これに関する記載を省略する。
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その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、

その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な

監査証拠を入手する。

・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付

ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意

を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項

付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、

将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう

かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事

象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監

査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されてい

る場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合

理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

＜報酬関連情報＞

報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）１．上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。


